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1 長崎市観光・MICE戦略の素案について

(1)スケジュール/審議予定内容

スケジュール

第1回

(8/刀

審議予定内容

第2回

(10/2)

第1回

第2回

第3回

第4回

第3回

(1 ν6)

現状分析(取り巻く情勢、現状と課題等)と戦略の意義・ビジョン・方向性等について

第1回を踏まえた戦略の意義・ビジョン・方向性、素案(施策内容、 KPI、推進体制、進行管理

第2回を踏まえた戦略の意義・ビジ.ン・方向性、素案(施策内容、 KPI、推進体制、進行管理

戦略最終案及び審議結果報告案について

'=lr-
^正副議.報告

中間報告

^都市経営会謹

第回(ν22)

^市へ審議結果報告(3/17)

aν2)~12/2の

意思決定(書面決裁)

完成・公表

中間報告
→最終報告はR3年6月護会予定

等)について

等)について



(2)長崎市観光・MICE振興審議会委員一覧

学識経験

学識経験

下地 芳郎

(会長)

観光関係団体

高橋 一夫

(副会長)

観光関係団体

一般財団法人沖縄観光コンペンションビューロー
/国立大学法人琉球大学国際地域創造学部

太田吉信

観光関係団体

近畿大学経営学部

河野まゆ子

(敬称略構成区分順/五+音順)

観光関係団体

独立行政法人国際観光振興機構
UNTO :日本政府観光局)

塚島宏明

観光まちづくり
関係団体

株式会社打B総合研究所コンサルティング事業部

豊饒英之

会畏

/客員教授

産業関係団体

長崎県旅館ホテル生活衛生同業組合連合会

桐野耕一

教授

商工業関係団体

一般社団法人長崎国際観光コンペンション協会

内田信吾

総務部次長

NP0法人長崎コンプラドール

船橋修一

地域戦略部長
主席研究員

株式会社インテッ

九州教具株式会社

ス

DM0推進局長

理事長

代表取締役社長

代表取締役社長



(3)長崎市観光・MICE戦略(素案)

長崎市観光・MICE戦略

(素案)

令和3年1月

長崎市文化観光部
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"'光・ MCE }長興

背景と目的

日本全体が人口減少、少子高齢化時代という局面を迎え、長崎市においてもこれからの

30年間で約 10万人以上が減少すると予測されており、経済衰退が懸念されています。

今後、都市の活力を持ち続けるためには、人口減少対策とともに、交流人口拡大の取組

みが欠かせません。

長崎市は人の交流によって栄えてきたまちです。

これまで、歴史、伝統、文化、自然や景観などの豊かな地域資源を開拓し、磨き、そし

て活かすまちづくりを進めてきました。

平成】5年度に策定した「長崎市観光2006アクションプラン」の基本理念「まち活か

し・ひと活かし」のもと、「市民が地域の財産を再認識する契機」「地域活性化や薯らしや

すさに繋がる観光」「住み良いまちと訪問客にとって良いまちの融合」を基本的な考え方

として、まち歩きを足掛かりにスタートし、訪問客事業者市民がともに Win、win とな

る観光まちづくりを推進してきました。

そして今、まさに「100年に 1度」とも言える大きなまちの進化の時期を迎えていま

す。「出島メッセ長崎」の開業、九州新幹線西九州ルートの暫定開業に伴う長崎駅周辺再

整備、長崎スタジアムシティプロジェクトや海の玄関口である松が枝国際観光船埠頭の2

バース化など、都市機能の向上が加速する中、訪問客の増加と新規ビジネスの参入が期待

されています。

これを契機として、長崎市が誇る有形・無形の地域資源に磨きをかけ、「人」の交流を

生み出し、質の高いサービスを提供するための創業や既存事業の拡充を図り、雇用創出と

所得向上につなげる「交流の産業化」の取組みを加速します。

国内観光のみならず、インバウンドやMICE、スポーツ、文化など訪問目的を増やすこ

とで、訪問客数の底上げ.を図るとともに、季節による繁閑の差を埋め、需要の平準化を図

ります。その結果、民間の主体的な参画が促進され、まちが潤うことで暮らしやすさが向

上L、ひいては定住促進が図られていくという経済の好循環をめざします。

2020年(令和2年)、新型コロナウィルス感染症が全世界で猛威を振るい、我が国でも

全都道府県に「緊急事態冑言」が発せられ、人の移動や交流のあり方は大きく変化しまし

ナこ。

観光需要は、災害、感染症、政治問題、為替など外的要因の影響を受け易い特徴があり

ますが、観光産業は長崎市の基幹産業のーつであるため、裾野の広い関連産業の体質強化

を図り、経済活動を活性化することが重要です。ポストコロナに向け、官民が一体となっ

て「ニューノーマル」を取り入れた変化に強いまちづくりを進めていく必要があります。

{ 1 =・弔 1 早1



また、観光・MICEの振興は、経済的効果だけでなく、教育や異文化理解といった社会的

効果ももたらすため、都市のレベルアップには欠かせません。

これから先も長崎のまちが、人の交流によってさらに発展していくために、観光・MICE

振興に取り組んでいきます。

交流がもたらす経済的効果

燃

影

゛
住民*1

'約 5,000 人(年間

市民 1人 1日当たりの消

約3,300円

人口減少

*1 参考:「令和元年度版長崎市統計年搭」自然動態(出生・死亡)△2,46】人、社会動態(転入・転出)

*2 参考:総務省統計局「家計羽査年報2019年」 1世帯当たり年問消費支出3254,743円、平均世帯人

定住人口

鸞
額・?

観光客

約690万人(年間)

観光客 1 人 1日当たりの消

約 5,000円

交流人口

奔量市U兇瞬於卸1

額

△2,933 人

2.66 人

対策

毛



長崎市では、これまで、 2008年(平成20年)に「長崎市観光戦略」を策定し、国内観

光客誘致の取組みを進めるとともに、 2011年(平成23年)に「長崎市アジア国際観光

戦略」を策定し、国際観光への取組み強化を図ウてきました。

また、この二つの戦略の具体的な行動計画として、?016年(平成28年)に策定した

「長崎市観光振興計画2020」に基づき、「住むひとが誇り、だれもが訪れたいまち」をめ

ざし、「交流の産業化』による「人を呼んで栄えるまち」の実現に取り組んできました。

この度、観光を取り巻く社会情勢の変化や多様化する訪問客の二ーズに対応するため、

従来の戦略及び計画を統合するとともに、観光のみならず2021年(令和3年)】1月に開

業する「出島メッセ長崎」を中心としたMICEによる振興を図ることを目的として、新た

に「長崎市観光・MICE戦略」を策定します。

この戦略は、交流人口の拡大による経済活性化と市民生活との調和を図るため、行政、

事業者、 DMO、市民など多様な関係者がめざすべきビジョンを共有し、そのビジョンを

達成するための基本的な方向性や重点的に進めるべき取組みの指針を示すものです。

また、国の「明日の日本を支える観光ビジョン」や長崎県の「観光振興基本計画」との

連携、整合性を図るとともに、長崎市の総合計画を達成するための観光・MICE分野の個

別戦略として位置づけます。

戦略及び計画の統合

長崎市観光戦略(20船一)
国内観光客中心

長崎市観光振興計画 2020 (2016-202の
より具体的な個別施策

長崎市アジア国際観光戦略(2011-)
インバウンド中心

長崎巾観光・MICE 単 11.

統合

^
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光・MICE振卿

選ばれる2 出紀の交流都市

まちは変わる。ひとが、訪れる価値をつくっていく。

工当ばれる21 胆紀の交流都市
長崎市は、「100年に1度のまちの変革」を契機として「交流の産業化」を加速するた

め、国内観光のみならず、インパウンドやMICE、スボーツ、文化など多様な目的をも

つ訪問客から選ぱれることで、訪問客数や消費額の底上げを図るとともに、季節によっ

て変動する訪問需要の平準化を図ります。

また、コロナ禍によって、安全安心やデジタル変革、自然・体験、マイクロツーリス

ム、地域の魅力再発見など、顧客二ーズに変化が生まれています。

こうぃった時代の変化、環境の変化に柔軟に対応し、行政・DMO・事業者・市民が

協力して「交流の産業化」を加速させ、まちが潤い、暮らしやすさが向上することで、

訪問客・事業者・市民が相互にWm・wm となる調和のとれた「選ぱれる21世紀の交流

都市」となることを目指します。

そして、100年に 1度のまちの変革は、ハードが変わるだけではなく、ニューノーマ

ル時代への変化やデジタル変革への適応も含めて、"ひと"によってなされていきます。

まちが変わることをきっかけに、"ひど'が、長崎に訪れる価値をつくっていきます。

0をつひと力ちは変おる <、<0

二主



劇円弁がま力火たい .

長崎巾の将来像

y 観光のみならず、 MICE、スポーツ、文化など多様な目的で訪問客が国内

から訪れています。

安全安心・快適な環境の中で、長崎市の魅力を満喫してぃます。./

y

が父流で淌い、成kするまち

DM0を中心とした民間の主体的な参画により、「人」の交流を生み出して

います。

質の高いサービスにより外貨を稼ぎ、雇用創出と所得の向上にっながって

います。

y

市民が地元の魅力に満足し、自ら長崎市の魅力を発信しています。

観光・MICEの振興によって、市民の生活の質が向上してぃます。

枳ご瀕いまち

感染症、災害、国際情勢などの環境の変化に柔軟に対応しています。y

訪問客・事業者・市民がともにWin・win

うまナ

と,1どうまち

"
山と、

1
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-
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四次総 五次総基本構想計画期問(9年問)
匪■■■

(期間延長)五次総前期基本計画期間(4年間)

策定

■長崎市第五次総合計画

本来、 2021年度(令和3年度)から 2030年度(令和 12年度)までを計画期間とす

る予定であったが、新型コロナウィルス感染拡大の影響により、始期が1年延長され、

計画期間は、 2022年度(令和4年度)から 2030年度(令和 12年度)までの9年間。

(前期4年間/後期5年間)

■長崎市観光・MICE戦略

計画期間(5年間)

上位計画との整合、トレンドの変化に合わせた見直し、
PDCAサイクルによる進行管理

策定 計画期間(5年間)

上位計画との整合、トレンドの変化に合わせた見直し、
PDCAサイクルによる進行管理

「長崎市総合計画」に沿った観光分野の個別戦略として、長崎市が策定。期間は、

「長崎市第五次総合計画前期基本計画」の終期と合わせて、 2021年度(令和3年度)

から 2025年度(令和7年度)までの5年間。 2021年度(令和3年度)は「長崎市第五

次総合計画」の策定状況に応じて見直しを行う。

本戦略に基づく具体的な事業計画は、「長崎市観光・MICE計画」を策定し、進行管理

を1テう。

2030 度まで

■ DM0事業計画(仮称)

「長崎市観光・MICE戦略」を踏まえた DM0の具体的な行動計画として、 DM0が策

定。

「長崎市観光・MICE戦略」と「DM0事業計画皈称)」は、
長崎市とDM0が連携しながら策定。



企画財政部

■まち・ひと・しごと創生総合戦略

まちひとしごと創生法に基づき、人口減少の克服と地域活力の向上に向け、「若い世代に選ばれる魅力的

なまち」の実現を目指す戦略

商工部

■経済成長戦略

長崎の経済の現況等を分析し、モの強みを活かして地域の経済成長を促す方向性を示した戦略

■中心市街地活性化基本計画

人口の社会減の深刻化、社会経済情勢の変化に対応して、中心市街地における都市機能の増進及び経済活

力の向上を総合的かつ一体的に推進していく計画

文化観光部

■新幹線開業アクションプラン

2022年度(令和4年度)の九州新幹線西九州ルート(武雄温泉一長崎問)開棄効果を最大化するために
民一体となって推進していくプラン

水産農林部

■水産振興計画

「魚の美味しいまち長崎の強みを活かした永産業の発展」を基本施策とした、水産分野の実践的な計画

■農業振興計画

農業分野の施策をより具体化L、畏崎市の特色や背に合わせ、今後の農業の目指すべき姿とその実現方

法を示した計画

士木部

■バリアフリー基本構想
ハードとソフト両面のバリアフリー化を推進することにより、すべての人が住みやすぃ

ちを実現するための構想

まちづくり部

■都市計画マスタープラソ

人口減少、少子化、高齢化の進行など、社会経済情勢の変化に的確に対応Lていくため、都市づくりの方

向性を明らかにしたマスタープラン

■景観計画

観の特徴と形成上の課題を踏まえ、「多彩な物語をはぐくむ長崎の景観づくり」を実現するための計画

■中心市街地活性化基本計画倆矧

人口の社会減の深刻化、社会経済惰勢の変化に対応して、中心市街地における都市機能の増進及び経済活

力の向上を総合的かう一体的に推進していく計画

■歴史的風致維持向上計画

行政と市民が連携協働して、長崎市固有の歴史的風致を守リ育て、次世代へと継承してぃくための計画

■環長崎港夜問景観向上基本計画

「世界一の夜景都市」となることを目指し、遠及び中・近最の観点から必要な取組みにっいて体系的に
まとめた、戦略的に夜問景観の向上を図るための計画

生活しやすいま



SDGS (sustainableDevelopmentGO0IS:持続可能な開発目標)は、誰一人取り残

さない(1eavenoonebehind)」持続可能でよりよい社会の実現を自指す世界共通の目

標です。2015年の国連サミットにおいて全ての加盟国が合意した持続可能な開発のため

の2030アジェンダ」の中で掲げられました。 2030年を達成年限とし、 17のゴールと 169

のターゲットから構成されています。

長崎市観光・MICE戦略のおいても、 SDGS達成に貢献していきます。

田団;"■
、」婁現しよう.

囲、・圖・・,
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囲囲囲囲・
17のゴールのうち、長崎市観光・MICE戦略に関連するもの

目標 4.すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

目標 8.包摂的かっ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かっ生産的な雇用と働き
がいのある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する

目標10 各国内及び各国間の不平等を是正する

目標11.包摂的で安全かつ強靱(レジリエント)で持続可能な都市及び人間居住を実現す
る

目標12.持続可能な生産消費形態を確保する

目標17 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル
性化する

パートナーシップを活

P.8

,
'
.
、
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第2章長崎巾の観光・MICEのいま

(わ世界の観光動向

UNⅧ0 (国連世界観光機関)の2020年(令和2年) 1月の発表では、 2019年
(令和元年)の世界全体の国際観光客数は前年より約5,400万人増(前年比38%

増)の 14億6,100万人となり、 2009年(平成21年)はりーマンショックの影か
ら減少しましたが、それ以降は 10年連続での増加となっています。

国際観光客数は 2030年(令和 12年)には 18億 1,000万人に達すると予測されて
いましたが、 2020年(令和2年)1月に発生した新型コロナウィルス感染症の世界
的大流行の影響により、多くの国々でロックダウンが始まり、旅行規制が行われ、
空港や国境が閉鎖された結果、前年比60・80%減少する可能性があるなど、新型コロ
ナウィルス感染症の流行による影響は、健康被害はもちろんのこと、観光業をはじ
めとする経済に深刻な打撃を与えています。
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(2)訪日旅行の動向

2019年(令和元年)の訪日外国人旅行者数は、過去最高となる3,188万人(前年
比22%増)となり、 2年続けて3ρ00万人を突破し、 7年連続で過去最高を更新し
ました。訪日外国人旅行者数が堅調に増加している要因としては、近隣アジア諸国
を中心とした諸外国のアウトバウンドが増加する中、観光を地方創生の切り札、我
が国の成長戦略の柱と位置付け、ビザ緩和や訪日外国人旅行者向け消費税免税制度
の拡充、交通ネットワークの充実、多言語表記をはじめとする受入環境整備等への
関係者の協力、日本政府観光局をはじめとしたインバウンド関係者が連携して取り
組んだプロモーション等の成果によるものと考えられます。

訪日外国人旅行者による日本国内における消費額は、 2012年(平成24年)以降
急速に拡大し、 2019年(令和元年)は4兆8,135億円(前年比6.5%増)となり、
訪日外国人旅行者 1 人当たりの旅行支出は、 2019年(令和元年)には 158,531円
(前年比3,6%増)となりました。この背景としては、 1 人当たり旅行支出が比較的

高い傾向にある中国や欧米豪の訪日外国人旅行者数が堅調に伸びたことがあげられ
ます。
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しかしながら、新型コロナウイルス感染症が世界的に大流行した影響により 、

2020年(令和2年) 2月の訪日外客数は前年比583%減となり、多くの国でロック

ダウン等が始まった同年4月以降は前年比99%減が続き、訪日外客数は限りなくゼ

口に近い数字となっています。
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(3)国内旅行の動向

2019年(令和元年)は、日本人の国民 1 人当たりの国内宿泊観光旅行の回数は
1.36 回、宿泊数は 231 泊の延べ 3億 1,162万人(前年比 7.1%増)となり、国内日
帰り旅行者数は延べ2億7,548万人(前年比 1.8%増)となりました。その要因とし
ては、ゴールデンウィークが10連休であったことや、 5月の日照時間が記録的に長
かった地方が多く旅行環境に恵まれていたこと等により、宿泊旅行及び日帰り旅行
がともに増加しました。一方、 9月の「令和元年房総半島台風」、同年10月の「令和
元年東日本台風」による災害の影響もありました。

国内宿泊観光旅行の回数及び宿泊数の推移回
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国内旅行者数が増加したことにより、 2019年(令和元年)の日本人国内旅行消費
額は、宿泊旅行及び日帰り旅行ともに増加し、 21.9 兆円(前年比 7.1%増)となりま
した。
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は80%を超えるなど大きな影響を受けています。5月25日に全国で緊急事態宣言が

解除されて以降、国や各自治体が実施したキャンペーン等の影響により徐々に減少
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(4)国内旅行の希望時期

また、 2020年(令和2年) 5月時点で国内旅行を希望する人のうち、若い男性ほ
ど早い時期を希望する割合が高く、年配の女性ほど慎重に感染状況次第で判断する

割合が高い傾向にあります。

希望する国内宿泊旅行の時期
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(5)世界のMにE動向

国際会議関連団体及び事業者を会員とするICCA (国際会講協会)の統計による
と、世界全体の国際会議の開催件数は近年横ぱいですが、この 10年間で比較すると
増加傾向にあります。 2019年(令和元年)の国際会議開催件数は 13,269件であ
り、大陸別に見ると国際機関・学会の本部の多くが設置されているヨーロッパが全

体の53%(フ,033件)を占めており、アジアは20%(2,672件)となっています。
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国別国際会議開催件数(2019年(令和元年)上位30位を抜粋)※ICCA基準
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(6)国内の MICE動向

2019年(令和元年)に日本で開催された国際会議の件数は、前年比5.5%増(1聞
件増)の 3'621 件となり、参加者総数は 8.4%増(154ρ%人増)の 1,993,790人、
外国人参加者数は 1.8%増(3,797人増)の 213,394人となりました。

また、国際会議 1件あたりの平均開催日数は前年より0.14日減の 229日、開催延
べ日数は対前年66日減(08%減)の8287日となりました。
新型コロナウィルス感染症の流行により、国際会議の誘致・開催にも影響が出て

おり、 JNI0 (日本政府観光局)がMICEアンバサダーに行ったアンケートによる

と、約7割のアンバサダーが国際会議の誘致・開催状況に「中止」「延期」「オンラ
イン開催への切替」などの影が出ており、今後の国際会議の開催の在り方にっい
ても変化が生じていくものと推測されます。
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都市別国際会議開催件数(2019年(令和元年)上位30位を抜粋)※」NI0基準
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「千里地区」は、大阪府の豊中市、吹田市、瑛木市、高機市、箕面市を含む.

「つくば地区」は、茨城県のつくぱ市、土浦市を含む.

1つの国際会娘が復数の都市にまたがうて開催された場合、それぞれの都市において 1件として計上Lている.
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(1)観光客数・観光消額

2015年(平成27年)に策定した「長崎市観光振興計画2020」において、長崎市
は 2020年(令和 2年)に観光客710万人、観光消費額 1,600億円を目標に掲げてお
り、「2つの世界遺産があるまち」「世界新三大夜景」等により、 2017年(平成29
年)に過去巖高となる観光客708万人、 2018年(平成30年)には観光消費額 1,497
億円となるなど「長崎市観光振興計画2020」の個別年毎ごとの目標をほぼ達成して
いますが、 2020年(令和2年)については、新型コロナウィルス感染症の影響によ
り、目標を達成するのは困難な状況です。
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月別観光客数では、 3月や8月の大型連休や 10月、Π月の行楽シーズンに多くの
観光客が訪れています。

一方で、 12月から2月にかけては少ない状況となっており、長崎ランタンフェス
ティバルに続く新たな閑散期対策が必要となっています。

月別観光客数推移
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(2)宿泊客・日帰り客

長崎市の宿泊客数は、印月j台日本の産業革命遺産製鉄・製鋼、造船、石炭産業」
の世界遺産登録等があった 2015年(平成27年)をピークとして、 2016年(平成
28年)に発生した熊本地震の影響により大きく落ち込み、その後は長崎ランタンフ
エスティバルの充実や出島・平和公園のライトアップなどの宿泊滞在型観光に取組
み、近年、徐々に増加しているものの、伸び悩んでいます。

日帰り客数は、中国におけるクルーズ市場の拡大に伴い、 2016年(平成28年)
と 2017年(平成29年)のクルーズ客(日帰り客にカウント)が大幅に増加しまし
たが、その後、中国クルーズ市場が調整局面を迎えたことから、微減に転じていま
す。

また、修学旅行客は、宿泊客数の約 1割を占めていますが、人口減少・少子化の
影響により減少傾向にあります。
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(3)外国人観光客

長崎市の外国人延べ宿泊者数は、 2015年(平成?7年)の円月j台日本の産業革命
遺産製鉄製鋼、造船、石炭産業」が世界遺産に登録されたことや、全国的に中
国人観光客が増加したこと等により、 2015年(平成27年)に過去景高を記録しま
した。その後は微減し、 2018年(平成30年)に「長崎と天草地方の潜伏キリシタ
ン関連遺産」の世界遺産登録や、 2019年(令和元年)にラグビーワールドカップ日
本大会の開催などにより増加したものの、やや伸び悩んでいます。
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長崎市に訪れる外国人観光客が利用する空港の割合を見ると、半数以上が福岡空
港を利用し、長崎空港は 1割にも満たない状況です。
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(4) MICE開催状況

一般社団法人長崎国際観光コンベンション協会が集計している長崎市コンベンシ
ヨン統計の状況では、開催件数は約 1000~1,500件、参加者数約30万人台で推移
しています。 2014年(平成26年)は国民体育大会の開催により、参加者数は約訟
万人と飛躍的に伸びていますが、国民体育大会(参加者数約23万4ρ00人)を除け
ば約28万人という状況です。
また、 2015年(平成27年)以降、開催件数は増加傾向にありますが、参加者数

は伸び悩んでいます。 2019年(令和元年)については、ローマ教皇来日ミサなど規
模の大きな催事の開催もあり、参加者数が増加しています。
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2019年(令和元年)の全体の MICE開催件数(1,619件)のうち、約58%を一般
会議等(943件)が占めており、スポーツ(306件)、学会・大会等(272件)と続
いています。

また、全体の MICE参加人員(426,786人)のうち、スポーツ(170,659 人)が約
40%を占めており、学会・大会等(116β47 人)、一般会議等(110,387 人)と続い
ています。
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が一般会議(943件)、約21%が学会大会等(272件)となっており、参加人員は、
学会・大会等が約46%、一般会議等が43%を占めています。
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文化・学術コンベンション等(1,313件)に係る人数規模ごとの開催件数について
は、 300人未満の催事(1,142件)が全体の87%を占めており、小規模な催事がそ
のほとんどを占めている状況です。
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(5)観光客の特徴
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国内
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国内
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国内
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(6)観光客の主な目的

国内

平和学習

食べ物

夜観

ツアーに入っていたから

長崎というイメージ

まち歩き

世界迫産めぐり(潜伏キリシタン)

世界遺産めぐり(産業革命遺産)

観光施設めぐり

長崎市を旅行先に決めた理由・目的

3,フ%
43%

2.0%

^
5.5%

12.3%

1.5%
1,4%

6,1%
9.3%

1.・*1.9%

ら,・"2.8%

14.9%

インパウンド

4.4%

^16.8%

有名な観光地だから

被爆地だから

ツアーに入っていたから

長崎市の歴史・文化に興味があるから

長崎市の食に興味があるから

長崎市の夜景がきれいだから

長崎市の自然がきれいだから

明治日本の産業革命遺産に興味があるから

2013年■2019年

(複数回答〕

0% 10%

地理的に近いから^ 99%

潜伏キリシタン関連'産に興味があるから^ 9.6%

旅行用が安価だったから^ 6.6%

以前訪問して印叡がよかったから^ 3,3%

なんとなく、良さそうだったから^フ.5%

その他^ 5.1%

00% 10.0%

20% 30% 40% 50%

58.5%

60%

66.2%

70%

■2019年

28.0%

27.4%

26,8%

詑.2%

(複数回答)

44.3%

43.4%

20.5%

169%

40.0%

書考:令和元年寓異堤市峡党動向詞宜

500%



(フ)観光満足度

国内

^

観光満足度

558%

43,6%

46.0%

639%

X2015年(4段階評価)と2019年(5段階評価)で評価項目が異なるため、単純比較はできない。

41.6%

50.6%

44.6%

429%

45.3%

59.0%

40.9%

26.フ%

23%

47,3%

45.1 %

36.0%

5.4%

10.9

60%

23.1 %

68%

03%

Ⅱ 0%

再来訪意向紹介意向

03%

22%

3.4%

163%

14.1%

1.4%

0.0%

23%

86B%

87.フ

38%

00%

●考:令'0元慨喧鎚岫,"髄光登"】調轟

1 1%

0.0%

0.0%

52.0

45.0

123%

11 5%

39.0%

妃.0%

8.0%

09%

70%

09%

0,0%

0.0% 0,0%

春考'◆和丑年塵長嶋市鵡光動向媛筆

1.0%



インバウンド

長崎市の歴史文化雰囲気

長崎を訪問するまでの交通アクセス

観光施設の整備やサーピス(外国語対応)

観光案内所の利便性

標識案内板のわかりやすさ

長崎市内の交通の利使性

料理の味

観光ガイドブックまち歩きマップの内容

宿泊施設の質・サービス

長崎市民とのコミュニケーション

WI・Fi、ネット環境

クレジットカードの使いやすさ

お土産の種類や値段

両替所の使いやすさ

観光満足度

100.0%80,0%

0毒:令和元年塵長嶋市貌光動由駒査

■2019年

(複数回答)

80.8%

75.5%

72,9%

723%

72.1%

718%

69.4%

00%

66.フ%

663%

65.2%

20.0%

55.6%

522%

46.フ%

37.5%

40.0% 60.0%



(8)市民の理解度

長崎市が「国内及び外国から多くの観光客が来訪するような取り組みを進めるこ
と」に対して、約7割の市民が理解を示しています。

国内及び外国から多くの観光客が来訪するような

取り組みを進めることにつぃてどう思いますか

おおいに進めるぺき

どちらかというと進めるぺき

どちらかというと進めるべきでない^ 2%

進めるぺきでない^ 3%

不明^ 2%

どちらともいえない

巨2019年

0%

22%

32%

5%

39%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

尋考;令扣先年度市属61晦蛙毒枯畢



(9)長崎市観光振興計画ユ020の振り返り

(1)歴史・文化の資源磨き

ア世界遺産(候補)の保存・活用

イ歴史文化基本構想等に基づく歴史・文化の保存・活用

ウ国指定史跡「出島和蘭商館跡」保存活用計画に基づく国指定史跡の拡大と魅力向上

工海外の交流の歴史や平和都市としての情報発信

オ芸術文化を活かした、まちの魅力向上

【主な取り組み】

「明治日本の産業革命'産製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の登録と活用による観光客誘致

(2015年度(平成27年度)~)

,「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連'産」の登録と活用による観光客誘致

(2018年度(平成30年度)~)

.旧グラパー邸の耐鯉化工事を実施(2018年度(平成30年度)~)

・歴史的風致維持向上計画に基づく歴史的建造物等を活かしたまちづくり

(2019年度(令和元年度)~)

、国指定史跡「出島和蘭商館跡」保存活用計画を策定(2016年度(平成28年度))

・出島第Ⅲ期建造物6棟の復元が完了(2016年度(平成28年度))

,出島表門橋が架橋(2017年度(平成29年度))

・出島に係る国指定史跡の範囲拡大(2017年度(平成29年度))

.「子どもゆめ体験」により、姉妹(友好)都市等へ中学生派遮(20]4年度(平成26年度)~)

・マダムパタフライフェスティパル(国際コンクール含む)の実施

・被爆地長崎から平和を発信するための国際会議等の実施

【主な取り組み】

.観光施設をライトアップするなどの「中・近景の夜景」や稲佐山から見た「遠景からの夜景」等

の整備(2017年度(平成29年度)~)

,「日本新三大夜景」再認定(2018年度(平成30年度))

.夏休み期問中の「グリーンツーリズムサマー」の実施(2016年度(平成28年度)~)

野母崎炭酸温泉Aleg0軍艦島と軍艦島クルーズ等の連携による活用

(2)自然・景観や食文化の活用

ア夜景の魅力向上

イ朝型観光資源の掘り起こしと活用

ウ旧合併地区における地域特有の資源磨きと活用



(1)観光動向の調査・分析

アビックデータを活用した観光動向・消費動向の分析

イ観光スマートシティ構想の推進

【主な取り組み】

一般社団法人長崎国際観光コンベンション協会が「長崎市版」 DM0 として法人登録

(2019年(令和元年度))

観光動向調査等の調査結果を庁内関係所属に共有し、活用(~2019年度(令和元年度))

DM0において、 webサイトを活用したインバウンド向けプロモーション等を実施するととも

に、各種データの収集・分析及ぴ分析結果の閏係者との共有・活用、課題解決を図るためのマー

ケティングラボ等各種会議を開催(2018年度(平成30年度)~)

DM0 による観光動向調査分析等の実施(2020年度(令和2年度)~)

【主な取り組み】

・国・地域等市場・ターゲットを絞った誘致プロモーションの実施

(2016年度(平成28年度)~)

・世界'産、夜景、食など世界レベルの魅力の国内外への情報発信強化

(2016年度(平成28年度)~)

国内外からの個人旅行の誘致強化(2016年度(平成28年度)~)

国際クルーズ船が過去最多となる 267隻(乗員乗客数 105万人)入港(2017年(平成29年)

長崎市版DM0の法人登録による、 MICE誘致の更なる強化(2019年度(令和元年度)~)

まち MICE の推進(2019年度(令和元年度)~)

・ MICモスクールの開校(2019年度(令和元年度)~)

・JTN0の観光コンテンツ収集事業に軍艦島ツァーが採択され、訪日プロモーション事業に活用

(2019年度(令和元年度)~)

(2)効果的な情報発信

アー元的なシティプロモーションの展開

イ MICE誘致対策の推進

ウ修学旅行の誘致強化



ノ

(3)通年型観光の推進

ア祭りの活用

イ火型イベント(野外音楽・スポーツ)等誘致強化

【主な取り組み】

,ランタンフェスティバルにっいて、過去最高となる 106.万人が来場(2018年度(平成30年度))

.帆船まっりにっいて、帆船の誘致や様々なイベントの実施(20】6年度(平成28年度)~)

(2018年度(平成30年度)にはディズニーパレードを誘致)

ラグビーワールドカップ2019日本大会のキャンプ地としてスコット.ラン・ド代表を長崎市に誘致

(試合会場は福岡・熊本・大分)(2019年度(令和元年度))

ノ

P.38

ノ
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D 受入態勢の整備

ア世界遺産(候補)の受入態勢整備

イ外国人観光客の受入態勢整備

ウ観光二ーズに即.した観光案内体制の整備

工交通アクセスの改善

オ宿泊施設の強化

【主な取り組み】

・観光案内版やパンフレットの多言語化(20Π年度(平成23年度)~)

・旧長崎駅前に世界遺産案内所を設置(2015年度(平成27年度)~2019年度(令和元年度))

・公衆無線LAN の整備(2015年度(平成27年度)~)

・外国人観光客おもてなL施設(免税手続き一括カウンター)の整備(2015年度(平成27年度))

・多言語メニュー作成支援ウェプサイト「EA1長崎」の活用(2015年度(平成27年度)~)

・パンフレット等による周知啓発(2016年度(平成28年度)~)

・小菅修船場跡へのガイド設置や外海地区駐車場の整備、三菱史料館見学シャトルバス運行補助

等、世界遺産観光客受入態勢の整備(2016年度(平成28年度)~)

来港する国際クルーズ船にっいて、外貨両替や歓迎イベントを実施(2016年度(平成28年度)

外国人向けの災害時対応マニュアルを作成L、市内観光施設へ配布(2018年度(平成30年度))

【主な取り組み

「ながさき歴史の学校」において「長崎学」「文化財」「近代化遺産」等をテーマにした講座、現場

見学会、及び特別講座を実施(2016年度(平成28年度)~)

・ DM0 が法人登録(2017年度(平成29年度))

・ DM0 に CM0 が就任(2019年度(令和元年度))

・DM0が専門職員を新たに複数名配置(2019年度(令和元年度))

長崎市観光公式サイト「あっ!とながさき」に掲載しているバリアフリーの清報を新のものと

するため、情報収集 HP改修業務を実施(2020年度(令和2年度))

(2)おもてなしの充実

アユニバーサルツーリズムの推進

イ専門的な人材の確保と育成に向けた推進体制の見直し

ウシビック・プライドとおもてなしの醸成



1)観光消費の拡大

ア着地型旅行商品の企画造成

イ食と観光の連携強化

ウ外国人観光客による消費拡大

【主な取り組み】

「長崎さるく」の継続と満足度向上を図るため、制度の見直しや新規さるくガイド育成等を実施

(20】6年度(平成28年度)~)

・羽田空港長崎線待合スペース等での「長崎の魚」PR

(2018年度(平成30年度)~2019年度(令和元年度))

水産物のプランド化のため、 PR・イベント等を実施(2016年度(平成28年度)~)

・観光資源に関連した土産品の開発促進・販路拡大を図るため、土産品取扱店と商談会を実施

(2016年度(平成28年度)~)

・「四季の美昧しい魚」・「長崎和牛・出島ばらいろ」提供店舗の拡大

(2016年度(平成28年度)~)

.「四季の美味Lい魚」提供店舗を顕在化する多言語対応ツールの作成及び配布

(2019年度(令和元年度))

・「魚の美味しいまち長崎」プロモーション動画の制作(2018年度(平成30年度))

【主な取り組み1

・2つの世界遺産、ひかりと祈り光福の街長崎等の旬のテーマによる広域観光の推進

長崎街道シュガーロードの促進

(2)観光をけん引する産業の育成

ア特区制度の検討

イ同ーテーマにおける他地域との連携



(D 国・県・他市町との連携強化

ア国との連携強化

イ九州との広域連携推進

ウ県内自治体・観光施設との連携推進

【主な取り組み】

'金沢市と釧路市とともに、観光立国ショーケースに選定(2015年度(平成27年度)~)

'フィリピンにおける巡礼ツァー誘致のため、ピジットジャパン地方連携事業において、平戸

市、南島原市、天草市とともに現地旅行工ージェントやメディアを招聰

(2016年度(平成28年度)~)

「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」をテーマにした欧米豪市場向け滞在型コンテンッを

軍島市、新上五島町等と連携L、開発(2019年度(令和元年度))

主な取り組み

九州新幹線西九州ルートが令和4年度に開業予定であることから、開業効果を高めるため、新幹

線開業アクションプランを策定(2019年度(令和元年度))

松が枝国際観光船埠頭の2バース化の整備促進(2020年度(令和2年度)~)

九州横断自動車道長崎大分線(長崎IC~長崎多良見IC)の4車線化の早期整備

(2)広域観光の基盤整備

ア九州新幹線西九州ルートの整備及び関連事業の推進

イ松が枝国際観光船埠頭の2バース化

ウ長崎空港の24時問化

工九州横断自動車道長崎大分線における長崎IC~長崎多良見ICの四車線化



【交流人口の増加賑わいの創出による経済の活性化に向けたKPI】
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【観光客増に向けた評価指標】
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観光消費単価の増に向けた評価指標】
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【長崎のまちの魅力を再認識できるまちづくりに向けた KPI】

【長崎のまちなみや景観に誇りを感じる市民の割合の増に向けた評価指標】
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(1の SWOT分析

プラス要因

Slrenglh

■特徴ある歴史・文化を有する観光施

設や文化財なの豊寓さ

■立体的・傭瞰的な世界新三大夜景の

魅力

匝平和都市としての認知度

■長崎大学のい研究力、国際機関と

の連携(MICE)

■まちあるき観光のさきがけ

■ちゃんぽんなと知度の高い食

現

強み

■長崎空港の国際便の少なさ等の交通

の便の悪さ

■案内板や駐車場、バリアフリー化な

どの整備が必要

■戦略的マーケティングが不十分

■ナイトタイムの仕掛けが不十分

酬観光産業の労働生産性の低さ

ー.

..

■「1年に一度」のまちの変革

民問の地方創生の動き加速化

コナを契機とした働き方の多様化

SOC'e 50への社会変革①冷

.

弱み

機会

■顧客二ーズに対応した資源磨きと魅力あるコンテンツの充実
■スポーツや文化・芸術、食を活用した新たな魅力の創出が必要

課返

■環境の変化に応じた安全安心・快適な滞在環境の整備が必要
■交通アクセスの充実や周遊を楽しめる環境づくりが必要

■戦略的なマーケティングと効果的なプロモーションが必要
■ DM0における関係機関や事業者と連携した魅力発信と誘致活動

Threal

閣人口減少、少子高齢化

■全国総観光地化

皿新型コロナウィルス感染症、自然災

害、国際情勢の悪化など

■ DM0における観光まちづくり推進体制の充実が不可欠

■サービスの高付加価値化・上質化と観光事業者の収益力向上

脅威

内
的
環

幽
■
■

外
的
環
境



卓3早 長崎市の往見光・MICE のみらい

(1) KGI

長崎市観光 MにE戦略の最終目標として、次のKGI(重要目標達成指標)を設定
し、訪問客事業者・市民がWin・win の関係となる観光まちづくりを実現します。

指標

旅行消費額

MICE消費額

訪問客の満足度

事業者の満足度

市民の満足度

(2) KPI

基準値(2019年)

1,492億円

KG1を達成するために重要なプロセスの中間指標として、次のKPI(重要業績評価
指標)を設定します。

6苗足以上) 919% 940%

X本指標は新たに設定するものですが、基準値がなく、新型コロ
ナウィルス感染拡大の状況のなかで、数値の捕捉も困難である
ため、本戦略の期問中に改めて設定することとします。

指標

訪問客数

MICE 客数

国際会議開催件数 UNT0基準)

日本人延ぺ宿泊者数

外国人延べ宿泊者数

クルーズ客数

日本人旅行消費単価

外国人旅行消費単価

クルーズ客消費単価

リピーター率(国内)

Xその他の詳細な KP1は、 DM0が策定する(仮称)

目標値(2025年)

1,604 億円

精査中

.

669%

別途設定します。

基準値(2019年)

6,917,800 人

8件

3,07フ,643 人

323306 人

732,538 人

20'694円

54'740円

29,350円

目標値(2025年)

フ,3卯ρ00 人

精査中

]5件

3'456,529 人

339,4刀人

795,000 人

21,967円

58,108円

30,242円

639%

DM0事業計画において、



■旅行消費額の拡大

「量」より「質」を重視し、いかに満足度を向上させ、お金を落としてもらうか。

y コンテンツ・サービスの上質化

y インバウンド・ MICE客・富裕層の誘客

y 消費単価・滞在日数の増加など

閑散期対策を主眼に置き、観光需要の平準化を図り、観光産業の安定化と成長を図る。

■連携(広域・産学官)

y 閑散期に誘客が見込めるマーケットの選定

y 選定したマーケットと親和性の高い閑散期の魅力づくりなど

競合地域との差別化を図りながら、事業効果の高い周辺地域や団体と連携する。

y 優位性を活かした連携

ゾ長崎県内・九州北部・世界遺産構成資産関連都市・日本新三大夜景都市など

●観光需要の平準化

外的要因の影響を受けやすい観光産業の体質強化を図る。

■環境変化への柔軟な対応

y 感染症・自然災害・国際情勢等のりスクマネジメント

y socieN5.0への変革など



基本施策

A・1

A・2

A・3

貪貯磨きと魅力あるコンブンツの創造

長自の歴史・文化、自然・景観を守り、活かす。

ストーリー性・テーマ性にんだ魅力あるコソテソッへ磨き上げる

スポーツや文化・芸術など新しい交流の領域を切り開く。

基本施策

B・1

B・2

B3

安全安心・快適な滞在環境の整備

安全安心な滞在環境をつくる。

快適な滞在環境をつくる。

交通アクセスを充実させ、周遊しやすい環境をつくる。

基本施策

C・1

C・2

C・3

戦略的な魅力発信と誘致活動の推進

市場分析等に基づく戦略的な誘客・入ⅡCE誘致を展開する。

長ブランドの確立と果的なプロモーショソを推進する。

DM0を中心としたワソストップの誘客・如CE誘致を行う。

.

基本施策

D・1

D・2

D3

光・MICE関連産業の活性化

DM0を中心とした観光まちづくりの推進体制の充実を図る。

民間事業者の稼ぐ力を向上させる。

まち地CEプロジェクトを推進する。



W什h コロナの時代においては、国内旅行・インバウンドともに、「密閉・密集・密接」

のいわゆる3密回避の郊外型観光の需要が高まっています。また、特に国内旅行では、近

場を旅するマイクロッーリズムが見直されるなど、観光客の噌好にも変化が生じているこ

とから、新しい旅のスタイルに即した自然や季節感を楽しむ旅を提供するなど、長崎の新
しい魅力を創出します。

また、本格的な観光需要の回復を見据え、長崎開港から450年にわたる歴史、伝統文化
などの長崎独自の魅力をさらに磨き上げ、訪問客の多様な二ーズに応じたストーリー性の

あるコン丁ンツとして再構築します。

さらに、出島メッセ長崎やスタジアムシティの開業により、大会・学会やエンターティ

メント、スポーツなどを目的とした訪問客の増加が期待されます。このようなMICEなど

観光以外の目的の訪問客が人との交流や滞在を楽しめるよう、地域資源を活かした体験型

コンテンッのほか、スポーツ、芸術文化等を活かし、何度訪れても楽しい新たな魅力づく

りに取り組みます。

資源磨きと魅力あるコンテンツの創造

関連の深いSDGS ...

基本施策

匙.

A・1 長崎独自の歴史・文化、自然・景観を守り、活かす。

長崎市の強みである、2つの世界遺産や国指定史跡出島などの長崎を代表する歴史遺

産や独特の斜面地が創り出す世界新三大夜景日本新三大夜景、風光明媚な野母崎や外海

工りアの自然など、長崎の貴重な歴史文化、自然景観を守り、活かしていきます。

世界遺産の保存・活用

「明治日本の産業革命遺産製鉄・製鋼、造船、石炭産業」及び「長崎と天草地方の

潜伏キリシタン関連'」の2つの世界遺産は、整備活用計画などに基づいて保存活

用を図ります。

歴史文化基本構想等に基づく歴史・文化の保存・活用

歴史文化基本構想等を踏まえ、歴史的風致維持向上計画などに沿って、民間と連携し

た市有洋館などの歴史的建造物等の保存維持管理及び活用を図ります。また、周辺環

境整備や修景整備などを行い、地域全体の回遊性を高め、賑わいを創出します。



(3) 国指定史跡「出島和蘭商館跡」保存活朋計画に基づく出島の魅力向上

国指定史跡「出島和蘭商館跡」保存活用計画に基づき史跡の拡大を図ります。

さらに、ソフト面もさらなる魅力の向上を図ります。

(4) 世界・日本新三大夜景である夜間景観の整備ど魅力向上

世界一の夜景都市を目指し、世界新三大夜景・日本新三大夜景の魅力を進化させるた

め、環長崎港夜問景観向上基本計画に基づき、稲佐山及び鍋冠山の視点場から見る「遠

景の夜景」に新たな見どころを加える演出照明や「中・近景の夜間景観づくり」として

観光施設のライトアップなどの整備を行い、夜景の魅力向上及び観賞メニューの充実を

図ります。

ノ

、
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、

ストーリー性・テーマ性に富んだ魅力あるコンテンツへ磨き上げる。A・2
、、

■,、^

L

長崎開港以来の歴史、伝統文化等が有する多彩なストーリー性や長年にわたる世界との

交流の歴史の中から生まれた「和華蘭文化」等の長崎固有のテーマ性を活かし、何度でも

訪れたくなる魅力的なコンテンッを創造Lます。また、自然や食などのテーマ性を持たせ

た体験型コンテンッの充実や滞在型の新しい旅のスタイルを創造していきます。

( 1 )

4

長崎学研究などを活用した新たな魅力の顕在化

DM0において、長崎学研究や長崎固有の歴史文化とテーマ性を活かした=ンテンツ

の磨き上げや造成により、新たな魅力の顕在化を図り、魅力発信を行います。

(2) 滞在型の新しい旅のスタイルの創造

DM0 と民間事業者が連携し、市内周遊の仕組みづくりの促進や夜問・早朝の魅力づ

くりなどにより、滞在時問と観光消費の拡火を図ります。

また、ナイトクルーズや夜間のフォトスボット等のナイトタイムコンテンツの充実を

図るとともに、長崎の食材を使った朝食プランの造成など、新たな魅力づくりを促進し

ます。

(3) 自然環境を活かした体験型コンテンツの充実

、

DM0 と民問事業者が連携し、野母崎や外海、琴海、茂木などの豊かな自然環境を活

かしたアウトドアの体験型コンテンツの充実を図ります。

(4) 食を活かした魅力づくり

DM0 と民問事業者が連携L、食と体験を組み合わせたコンテンツ造成により、消費

にっながる取組みを推進するとともに、効果的な情報発信に取組みます。

また、日本遺産のさらなる認知度向上を図るため、令和4年度まで交付される国の補

助金を活用L、シュガーロ「ド沿線自治体と連携を図りながら普及啓発等に資する事業

やシュガーロードに由来する菓子等のPRなど、「シュガーロード.」が長崎市来訪のき

つかけとなる取組みを行います。

(5) 人との交流を活かした平和プログラムの充実

公益財団法人長崎平和推進協会等と連携し、訪間客に対する平和プログラムの充実を

図ります・。

P.52
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スポーツや文化・芸術など新しい交流の領域を切り.開く。A・3

、

長崎市は、歴史と伝統に培われた長崎くんちや長崎ぺ【ロン等の祭り、伝統行事や長崎
刺繍、ガラスエ芸、ハタづくり等の伝統工芸が今もなお楽しめるまちです。

また、長崎のまちは、数多くの映画やアニメーション等の舞台としても知られており、

これらの文化・芸術の魅力は、地域活性化にっなげる貴重な観光資源といえます。
さらに、 2024年(令和 6年)の開業を目指し、長崎スタジアムシティプロジェクトが

進められており、スポーツによる交流人口の拡大も期待されています。

このような芸術・文化、スポーツ等の長崎の新しい領域を活かしたツーリズムを促進

L、訪問客の裾野を広げまず。

、

( 1 ) プロスポーツ(サッカー・バスケットボーノレ)等の新たな魅力の活用

長崎市を本拠地とするプロスポーツチーム(サッカー,バスケットボール)の誕生

と、民間主導による長崎スタジアムシティプロジェクトの実現を機に、長崎の新たな魅

力としてスポーツを活斥し、人の交流を生み出'し、まちなかへの誘導などにより地域の
活性化を図ります。

(2) 芸術文化を活かしたまちの魅力向上

歴史伝統に培われた長崎くんち等の祭りや伝統行事、長崎刺繍、ガラスエ芸等の伝統

工芸をはじめとした芸術文化の魅力を観光資源として地域活性化に活かしてぃぎます。

また、映画や音楽、アニメーションなど、長崎を舞台とした芸術文化が息づくまちと

して、新たな人の流れを生み出すため、エンターティンメントに関する情報の集約.発
信や、イペントの実施・支援を行うことで、エンターティンメントによる賑わいを生み

出し、まちの魅力を高めます。

、

i
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これらからの訪問地には、付加価値の高い観光素材とともに、国内外の誰もが安全に
かつ、安心して訪れ、快適に滞在できる環境が求められています。

安全安心・快適な滞在環境の整備

2020年の長崎港におけるコスタ・アトランチカ号の感染症拡大への迅速な対応は、世
界のクルーズ関係者に長崎港が安全な寄港地として、印象付けられました。このような経
験を活かし、観光・MICE施設においては、新型コロナウィルスをはじめとする感染症対策
に継続的に取り組むとともに、宿泊施設が取り組む感染症拡大防止ガイドライン「team
NAGASAKISAFeY」などの様々な安全対策を推し進め、国内外の観光客やMICE主催
者・参加者から「安全安心」の面からも選ぱれる訪問地を目指します。

また、 DM0では、令和4年度に供用開始予定の新総合観光案内所でのワンストツプで
のコンシェルジュ機能の充実をはじめ、旅マエ、旅ナカ、旅アトなど訪問客の二ーズに即
した情報発信ができる体制を整えます。

関連の深いSDGS

さらに、二次交通の充実、ピクトグラムや多言語表記、1CTなどを活用したわかりやす
い情報案内、公衆無線LANの整備などストレスなく滞在できる環境づくりとユニバーサ
ルッーリズムを進め、国籍や訪問目的等に関わらず、誰もが快適に過ごすことができる受
入環境の整備を図ります。

8"

1

基本施策

安全安心な滞在環境をつくる。B・1

観光.MICE施設における感染症対策を徹底するとともに、産官学が連携し、安全安心な
旅を提供する「teom NAGASAKISAFErY」の取組みなどを進めます。また、災害や緊急
時の医療機関などにおける外国人患者の受入態勢の強化や公衆無線LANを活用した情報
発信など、安全安心な滞在環境づくりを進めていきます。

新型コロナウィルス感染症などに対する安全安心の滞在環境づくり

観光.MにE施設においては、新型コロナウィルスをはじめとする感染症対策に継続

的に取り組みます。また、感染症拡大の段階に応じ、観光・MICE関連事業者のガイド

ラインの順守や受入の徹底を図るとともに、訪問客への適切かっ効果的な情報発信を行

います。

また、新型コロナウィルス感染症の予防対策に取組む宿泊施設等の認証制度「1eam

NAGASAKISAFETY」を推進し、官民一体となって安全安心の滞在環境づくりを促進

します。



.

(2) 災害発生時における訪問客への情蝦発信、避焚'・誘導体制の充実

災害時における避難・誘導初動対応マニニアルや指差し会話集等の各種ツールを活用

L、各観光・MICE施設等において、災害発生時の体制の充実を図ります。

(3) 医療機関などにおける外国人患者の受入態勢の強化

、

訪日外国人旅行者受付・診療マニュアルや指差し会話集等の各種ツールを活用L、医

療機関とも連携し、受入態勢の強化を図ります。

、
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、
~

B・2 快適な滞在環境をつくる。
、、

多言語対応や公衆無線LANの整備などによる訪問客の受入環境整備や、観光案内所に

おけるコンシェルジュ機能の充実、1CTを活用した観光案内と情報発信の推進により、快

適な滞在環境づくりを進めていきます。

( 1 ) ユニバーサルデザインによる誰に,.でもわかりやすい案内の充実

多言語対応や視覚的・聴覚的工夫など、多様な訪問客に対する配慮によって、だれも

が必要な情報を得られる案内を充実させ、ストレスフリーな滞在と回遊を実現します。

(2) 公衆無線LANの整備による通信環境の改善

主要観光施設,や交通結節点等における公衆無線LAN環境の整備・運営を行L.、、勗日

外国人観光客などの訪問客の通信環境を向上させます。

(3) ICTを活用した情机発信の強化

.

訪問客の旅行中,旅行前後の疑問・質間に対して多言語で対応ができるA1チャツト

ボット、の導入など、知りたい情報を24時間いつでもりアルタイムで簡単に入手できる

コミュニケーションツールによって、快適な旅の実現を図ります。さらに、飲食店やア

クティゼティの予約、最適なルート案内、旅行二ーズに応じたおすすめ情報のプッシユ

通知など、多様な機能によって、'央適な旅行体験を提供できるよう検討していきます。

、

,

(4) スト

外国人目線の翻訳やストーリーチェックにより、適切な多言語化を図り、多種多様な

バックグラウンドをもっ訪問客にとって魅力的かつ有益なストーリーをわかりやすく伝

えるツールを充実させます。

リーが伝わるわかりやすい多言語表記・説明の充実

<5) 人材育成によるおもてなしの強化

DM0 において、観光関連事業者などを対魚としたセミナーの実施や有償ガイドを育

成する仕組みづくりなどを推進することにより、訪間客の多様な二ーズに対応し、滞在

満足度向上とりピーター増加を図ります。

(6)

」

クルーズ客船による訪問客の受入環境の充実

P.56

長崎港に来港するクルーズ客船の訪問客の接遇

上と効果的なクルーズ振興を図ります'

受入行事を行い、訪問客の満足度向
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、

B・3 交通アクセスを充実させ、周遊しやすぃ環境をつくる。

二次交通の充実やユニパーサルツーリ'ズムの推進、1CTの活用などにより楽しみながら

快適に周遊できる環境づくりを進めます。また、中・近景の夜間景観づくりなどを活かし

た、まちなかでの夜のまち歩きの推進などに取り組みます。,

① ICTを活用したわかりゃすい交通案内・情報発信の強化

市内の観光スポットの周遊を促進するため、交通事業者と連携し、観光型MaaSな

どにより、バズやタクシーなどの移動手段をサービスとして提供し、検索から予約、決

済、利用まで総合的に対応できるような周遊の検討を行ってぃきます。また、・観光スポ

ツトや移動経路の混雑を回避する機能により、訪間客の需要の平準化を図り、ニーズに

応える快適な周遊環境を提供できるよう検討してぃきます。

(2) 交通事業者と連携した快適な二次交通の充実

駅前広場の整備やエレベーターなどの設置により、快適に二次交通を利用できる環境

を整備します。さらに、交通事業者に対Lて、新規パス路線の運行やロケーションシス

テムの導入を働きかけ、ご次交通の充実を図ります。

(3) ユニバーサノレツーリズムの推進

高齢者、障がい者、妊婦、幼児、外国人など、だれもがストレスフリーで楽Lむこと

ができる旅を提供するため、長崎空港内のUTセンターと長崎市総合観光案内所の連携

などにより、ユニバーサルツーリズムの推進に向けて、民間事業者の取組みを主体とし

ながら、快適な環境づくりを進めます。

,、
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2019年の「旅行・観光消費動向調査」(観光庁発表)では、日本国内における観光消
費額279兆円のうち、 78.5%が日本人の国内旅行により消費されたものであり、訪日外国
人による消費が年々伸びてきているものの、国内旅行は、最優先で取り組むべき市場で
す。

また、新型コロナウィルス感染症拡大の影響で、航空線需要が2019年の水準に回復す
るのは、国内線が2022年、国際線が2024年との見通しが国際航空運送協会から出され
ており、インパウンドの回復には時間を要することが想定されています。

コロナ禍において、多様な訪問客の誘致に取り組むためには、亥1々と変化する感染状況
に即応しながら、効果的なプロモーションを行っていく必要があります。
そこで、観光まちづくりの舵取り役である DM0が中心となり、長崎ブランドを確立す

るとともに、観光動向等の市場調査・分析による現状把握を行いながら、ワンストツプで
戦略的かつ効果的な誘致・プロモーションを展開していきます。

国内観光客誘致にっいては、個人観光客を中心に、令和3年10月開業予定の恐竜博物
館や食、郊外の体験型コンテンツなど新たな魅力の情報発信を強化し、令和4年秋の九州
新幹線西九州ルート暫定開業効果を最大限に引き出すための誘致・プロモーションを実施
します。

戦略的な魅力発信と誘致活動の推進

関連の深いSDGS

インバウンド誘致にっいては、広域で周遊する海外の個人旅行者向けに、関係機関
UNTO、九州観光推進機構、交通事業者、北部九州や県内自治体等)と連携しながら、

WEB配信を中心に、感染症収束後の復活期に向けた訪日・長崎旅行の期待感の醸成に取り
組みます。また、訪日旅行需要回復後は、 DM0 において、ターゲットとする国・地域の
感染状況を見極めながら、市場に即した誘致・プロモーションを実施します。

MICE誘致にっいては、出島メッセ長崎の開業に向けて、長崎市、 DMO、株式会社なが
さき MICEがセールス情報を共有し、役割分担しながら惰報発信と誘致に取り組みます。
特に、熱帯医学、放射線医学、海洋科学等の長崎大学の研究の強みや特徴、被爆地とし

ての強みを活かせる分野で、経済効果が高く、都市ブランドの向上につながる学会・大
政府系・国際会議等を重点的に取り組みます。^

^、

また、安心して長崎を訪問先として選び、訪れていただくために、行政のみならず、観
光.MICE施設、宿泊施設、交通事業者、飲食店など様々な関係団体が取り組んでいる安全
安心の取組みにっいて、ニューノーマルの時代の新しい長崎の旅のスタイルとして可視化
し、国内外の観光客・ MICE主催者・参加者に広く発信します。

且'

陌



基本施策

市場分析等に基づく戦略的な誘客・如CE誘致を展開する。C・1

従来の観光動向調査等に加え、

析し、国内観光インバウンド

策につなげていきます。

マーケティングデータの収集・分析と積極的な活用

DM0において、1CTなどを活用して訪問客の二ーズや動向などのマーケティングデ

ータを収集・分析し、稜極的に活用することで、戦略的な誘客を実施します。

訪問客の属性や二ーズ、消費行動等のデータを収集、分

MICE等の各分野におけるターゲットを設定し、各種施

各分野(田内/イソバウソド/MIC助におけるターゲットの設定

長崎大学の研究の強み特徴を活かした分野(熱帯医学、放射線医学、海洋科学)や

被爆の実相を広く伝える取組みを強みとして活かした分野(平和関係)など、他都市と

の差別化が可能な長崎の強みや特色を活かし、経済効果が高く、都市ブランドの向上に

つながる誘致ターゲットを設定L、誘致を展開します。

A1などを活用したデジタルマーケティソグの強化

AI(人工知能)などの先端技術を活用Lたデジタルッールや観光サービスにより得ら

れるデータの活用について検討を進め、デジタルマーケティングの強化を図り、訪問客

の満足度向上と効果的な情報発信を促進していきます。



C、2 長崎プランドの確立と効果的なプロモーショ.ンを推進する。

観光・MICEにおける長崎プランドを確立させ、交流都市・長崎の知名度の向上を図りま

す。また、九州新幹線暫定開業など、時機を得た効果的なプロモーションや長崎とゆかり
のある人・地域を活かした誘客を行います。さらに、安全安心の取組みにっいて適切に情
報発信しまず。

.ーー゛.、闘".

( 1 ) 長崎観光・MICE ブラソディングの確立・活用

長崎観光ブランドにっいては、 DM0が舵取り役となり、立案していきます。

また、観光庁の「コンペンションビューロー機能高度化事業」に採択され、海罫の専

門家の助言を受け、'構築Lた長崎市のブランドタグライン「NagasokuAPAN.AC汁y

O「legσCles」を活用し、国際会議の誘致等に取り組みます。
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(2) 九州新幹線西九州ルートの暫定開業を活用したプロモーシヨン

佐賀.長崎デステ寸ネーションキャンペーンを中心に、九州新幹線西九州ルートの暫

定開業と開業に向けて培ってきた観光コンテンツなどの魅力を域外へ情報発信し、民間

事業者や関係団体等と連携しながら、新幹線を利用しだ訪問客の増加を図ります。

(3)

、、.、

長崎とゆかりのある人や地域を活かしたプロモーションの展開

全国各地で活躍する長崎'、るさと火使や長崎市観光大使などの著名人との連携による

プロモーションや市民によるSNSなどを活用した情報発信により、長崎市の魅力を積

極的に発信Lます。また、長崎とゆかりのある国や地域との連携による観光プロモーシ

ヨンを展開Lます。

④ 安全安心の取組みの可視化

行政、観光・MICE施設、宿泊施設、交通事業者、飲食店など様々な関係団体が行う

感染症対策など安全安心の取組みにっいて、ニューノーマルの時代の新Lい長崎の放の

スタイルとして可視化するとともに、状況に応じ適切に発信Lます。

ノ
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C・3 DM0を中心としたワンストップの誘客・太虹CE誘致を行う。

DM0 と民間事業者との連携によるワンストップの情報発信と誘致活動を進め、誘客を

図ります。また、観光ルートや観光ガイド、宿泊施設、交通アクセス等についてワンスト

ツプで案内できる機能をもった総合観光案内所を設置し、訪問客の利便性の向上を図りま

す。

(1 ) テ'ジタノレプロモーションの促進

旅行形態が団体旅行から個人旅行へと変化している中、デジタルプロモーションを促

進することで、受け手ごとに応じ.た、タイミングやメデイアッール、ニーズに即した情

報を発信し、プロモーション効果の最大化を図っていきます。

(2) 旅マエ・旅ナカ・旅アトの情報発信

炊マエ(旅行前のシーン)、旅ナカ(旅行中のシーン)、旅アト(旅行後のシーン)

と、シーンごとにプロモーションをすべき業種、タイミング、そして適切な広告などの

配信先を見極めながら効果的な情報発信を実施していきます。

炊ナカにおいては、訪問客が求める観光清報やコンテンツを円滑に提供できるよう、

ワンストップで案内できる機能を持った新たな総合観光案内所を長崎駅に設置L、訪問

客の利便性と満足度向上を図ります。

(3) 多様な関係者と連携した誘客プロモーション

観光・MICEに関わる各ステークホルダーが、各々にプロモーションを実施するので

はなく、データの収集分析により策定した戦略に基づき、 DM0を中心、とした一元的な

プロモ【ションを実施することで誘客効果の墨大化を図っていきます。

また、 MにEにおいては、出島メッセ長崎の施設運営者である(株)ながさき

MICE、 DM0及び市が主体となり、誘致ターゲットやセールス情報について情報共有

し、役割分担を明確にして、大学や経済界、長崎県、長崎県観光連盟など関係団体と連

携しながら誘致を推進します。

(4) JNTO・九州観光推進機構・県等と連携した広域プロモーション

インバウンドについては、対象市場や保宥ニンテンツを勘案し、JNT0や九州観光推

進機構の低か長崎県や関係する自治体、長崎県観光連盟や交通機関などの民問事業者と

連携した、効果的な広域プ自モーションを実施します。
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観光・MICE関連産業は、観光施設や宿泊施設のみならず、飲食業、交通機関、農林水産
業など裾野の広い産業です。「交流の産業化」による「人を呼んで栄えるまち」の実現に
は、 DM0の旗振りのもと、多様な関係者が観光まちづくりに参画し、それぞれのビジネ
スを活性化させていくことが欠かせません。

このため、観光・MICE産業の持続的成長を支える担い手を育成するとともに、モノやサー
ビスの質の向上・高付加価値化、域内調達率の向上などにより、民間事業者の稼ぐ力の向
上に取り組みます。

また、歴史的建造物などユニークベニューの活用や、 MICE参加者の周遊・滞在を促す
ことで、 MICE開催効果をまち全体に波及させる「まち MICEプロジェクト」を推進し、
さらなる地域経済の活性化につなげます。

観光・MICE関連産業の活性化

関連の深いSDGS

基本施策

DM0を中心、とした観光まちづくりの推進体制の充実を図る。D・1

「長崎市版DMO」の一層の確立を図り、観光まちづくりの舵取り役として、域内マネ

ジメントを行いながら、地域の稼ぐ力を引き出します。また、観光まちづくりを推進し、

都市の魅力を高めてぃくために必要な新たな財政需要に適切に対応するため、持続的な財

源となり得る宿泊税の導入の検討を進めます。

多様な関係者の観光まちづくりへの参画と合意形成の促進

長崎商工会議所や長崎経済同友会などの経済団体、各事業者団体や長崎都市経営戦略

会議、長崎青年協会や長崎青年会議所及び長崎大学などの組織と連携して、観光関連事

業者だけでなく、市民やまちづくり団体、水産、農林事業者等の多様な関係者の参画を

促し、合意形成を図りながらそれらの業務支援を行い、長崎市の地域が一体となった観

光地域づくりを推進していきます。

(2) PDCAサイクルの確立

DM0においては、「長崎市観光・MICE戦略」に基づく具体的な事業計画である「(仮

称) DM0事業計画」を策定し、各種事業の進行管理の徹底を図ります。また、データ

収集分析などに基づいた事業計画のもと、PDCAサイクルによる業務評価等を行い

ます。

.
ー
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、

.

(3) 持続的な財源確保のための宿泊税の導入検討

「訪問客への還元」という基本方針に基づき、宿泊税を導入して効果的な施策に活用

することにより、宿泊客の増加、宿泊税の増収、新たなサービスの提供という好循環を

生み出し、都市の魅力を高めていくうえで必要な新たな財政儒要に適切に對応します。

、、

J
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民間事業者の稼ぐ力を向上させる。D・2
、

.、

観光.MICE関連産業の多様な関係者の人材育成を行うとともに、顧客二ーズに即Lたモ
ノやサーピスの高品質化に取り粗み、観光・MICE産業の持続的成長を支える民間事業者の
「稼ぐ力」を引き出します。さらに、訪問客のターゲットと提供するニンテンツに応じ

た、呈適な流通形態を確立し、地域が稼ぐ仕組みづくりを進めます。

( 1 ) 観光・MICE関連産業の持続的成長を支える担い手づくり

DM0において、有償ガイドを育成する仕組みづくりを推進することにより、個人観

光客やMICE参加者の多様な二ーズに対応し、満足度の向上とりピーターの増加を図り

ます。

また、,長崎の地域活性化に資することを目的に設立された「長崎MICE事業老ネツト

ワーク」に参画する事業老の充実を図り、 MICE関連産業の持続的な成長を支えます。

(2) 観光・MICEサービスの質の向上と高付加価値化

DM0において、サー甘スに関する満足度調査を定期的に実施するとともに、 PDCA

サイクルに基づく事業評価と見直しを委員会などで行い、併せてサービス提供考への7

イードバックを行うことで、サービスの質の向上に繋がる仕組みを構築Lます。

また、地元事業者においては、国際会議などの主催者の二ーズにも対応できるサービ

スの高付加価値化やビジネススキルの向上を図ります。

(3)

、

八矼CE需要の地元受注促進

「長崎MICE事業者ネットワーク」が中心となり、業種の枠を越えて地元の民間事業

者が連携し、 MICE業務の受注拡大を図ります。

(4) 域内調達率の向上

訪問客へのサービス提供にあたり、観光・MICE関連事業者が中心となって、地元の

水産農林業等の事業者と連携を強化し、地元の食材等の積極的な購入を促進ずること

で、域内調達率を向上させ、地域経済の活性化に取り組みます。

1
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、

まち如CEプロジェクトを推進する。D・3

MICE開催効果をまち全体に波及させるため、 MICE参加者や同伴者の回遊を促進し、

滞在時間と消費の拡大につなげるとともに、 MICE開催をまち全体で歓迎しおもてなし機

運を醸成する「まち MICE プロジェクト」に取り組みます。

(1 ) 歴史的建造物などのユニークベニューでの活用促進

訪問客の滞在時問の拡大と満足度の向上に向けて、長崎らしさを感じられる歴史的建

造物などユニークペニューとして利用可能な施設を拡充し、活用を図ります。

(2) MICE参加者向けアクテ河ビティの充実

MICE参加者又は同伴者が、 M】CE開催前後又は合問に気軽に参加でき、楽しむこと

ができる周遊・.滞在プログラムの充実を図ります。

(3) まち全体のおもてなしの機運醸成

、

MICEや市民公開講座等のサイドイベントの情報を市民に提供し、 MICEへの参加や

ポランティア、通訳などとして参画ができる仕組みづくりを行いY まち全休でMICE開

催を歓迎する機運を醸成します。

、

P.65
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(1)観光・MICE全体
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(2) MICE分野
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資料編

(1)委員一

学識経験

学識経験

下地 芳郎

(会長)

観光関係団体

高橋

田

一夫

(副会長)

観光関係団体

一般財団法人沖縄観光コンベンションピューロー
/国立大学法人琉球大学国際地域創造学部

太田吉信

観光関係団体

近畿大学経営学部

河野まゆ子

(敬称略構成区分順/50音順)

観光関係団体

独立行政法人国際観光振興機構
UNTO:日本政府観光局)

塚島宏明

観光まちづくり
関係団体

株式会社打B総合研究所コンサルティング事業部

豊饒英之

会長
/客員教授

産業閼係団体

長崎県旅館ホテル生活衛生同業組合連合会

桐野耕一

商工業関係団体

般社団法人長崎国際観光コンベンション協会

内田信吾

総務部次長

NP0法人長崎コンプラドール

船橋修一

地域戦略部長
主席研究員

株式会社インテッ

九州教具株式会社

ス

DM0推進局長

理事長

代表取締役社長

代表取締役社長



(2)審議経過

開催日

2020年8月7日

審議内容

■現状分析(取り巻く情勢、現状と課題等)とビジョン

■長崎市観光・MICE戦略の骨子(案)について

開催日

⑳20年10月2 白

審議内容

■素案内容(ビジョン

開催日

2020年11月6日

審議内容

■素案内容(ビジョン・現状と課題・KGI/KPI・施策・推進体制等)

■長崎市版DM0の体制と取組内容につぃて

■観光デジタル変革の重要性につぃて

現状と課題 KGI/KP1 施策推進体制等)について

方向性等について

オブザーバー

内閣府クールジャパン地域プロデューサー陳内裕樹氏

開催日

2021年1月22日

審議内容

■長崎市観光 MICE戦略(素案)の最終案について

■審議結果報告書案につぃて



アウトパウンド

域内調達率

自国から国外への旅行

⇔インバウンド

インバウンド

九州新幹線西九州ルート

地域内で提供されているサーピス

達されているものの割合

国外から自国への旅行(訪日外国人旅行客)

⇔アウトバウンド

(50音順/アルファペット順)

長崎市(長崎駅)と福岡市(博多駅)を結ぷ約】43kmの新幹線ルート
2022年度暫定開業予定(長崎駅一武雄温泉駅問をフル規格、武雄温泉

駅で在来線との対面乗り換えψレー)方式)

クルーズ

商品などのうち、地域内で生産調

公衆無線LAN

シティプロモーション

大型客船を利用Lた旅行

無線LAN (主に晰、Fi)を利用Lたインターネットへの接続ができるサ

【ビス

シュガーロード

地域のイメージを向上させるための活動(広報など)

世界新三大夜景

長崎から小倉へ続く「砂糖文化を広めた長崎街道~シュガーロード~」

2020年度日本遺産認定

デジタルマーケティング

長崎・香港・モナコの3都市

一般社団法人夜景観光ニンペンションビューロー主催の「夜景サミッ

2012in長崎」において、世界を代表する夜景都市として認定

出島メッセ長崎

様々な形態のデジタルメディアを活用したマーケティング活動

長崎籾の本格コンベンション施設

2021年Π月爪長崎駅西口にオープン予定



デスティネーションキャンペーン

長崎スタジアムシティプロジェクト

沢グループ6社と指定された自治体等が共同で実施する大劉観光キ

ン^^ン

(2022年10~12月佐賀・長崎デスティネーションキャンペーン)

株式会社リージョナルクリエーション長崎のプロジェクト

プロサッカーチームV ファーレン長崎の本拠地となるスタジアムを中

心にオフィス商業施設ホテルアリーナなどで構成する複合型施設

を 2024年度に開業予定

二次交通鉄道駅や空港から観光スポット等の目的地までの交通手段

日本新三大夜景 長崎札幌北九州の3都市

一般社団法人夜景観光コンベンションピューローが実施する全国の夜景

鑑賞士に対するアンケート結果から上位3都市を認定

ユーノーマル

ピッグデータ

新型コロナウイルス感染症の流行により生まれた

ピ、行動様式や価値観が変化していく新たな白常

ポストコロナ

ICI(倍報通信按術)の進展により生成

なる多種多様のデータ

コ、ニ.^クノ、t二.ユ^

ユーパーサルツーリズム

新型コロナウィルス感染症流行の収束後の期問

(バス)ロケーションシスデム

歴史的建造物や文化施設等において、会議

とで特別感や地域特性を演出できる会場

高齢者、障がい者、妊婦、幼児、外国人など、だれもがストレスフリー

で楽しむことができる旅行

新しい生活様式」な

収集蓄積等が可能容易に

ワンストッブ

パスの位置情報を収集し、現在地や遅延情報を把握表示するシステム

必要な情報や案内などを複数の場所や窓口にまたがることなく1本化L

たもの

レセプションを開催するこ

AI Aけi"ci011nle111gence (人工知能)



DMO Des"nolion Mon09emenvMorke"ng orgonlzalion (観光地域づくり
法人)

DX Dig什alTransforrnolion

企業がピジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活

用して、顧客や社会の二ーズを基に、製品やサーピス、ピジネスモデル
を変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風

土を変革し、鏡争上の優位性を確立すること

JNT0基準(国際会誰開催件数)

Infemalion口

ICT 1"formatlon aod comrnunic0110nTechnoogY (情報通信技術)

JNTO

ngre誌ondconvention (国際会議協会)

Jopon Na110Π口ITOU巾m orgonlzotion
(通称:日本政府観光局、正式名称:独立行政法人国際観光振興機構)

JNT0 旧本政府観光局)が定める国際会護の定簑
主催者:「国際機関・国際団体(各国支部を含む)」

又は「国家機関・国内団体」

参加者総数:50名以上

参加国数;日本を含む3居住国・地域以上

開催期間:1日以上

Mobi11NososeMce

パスや電車、タクシー、飛行機など、すべての交通手段による移動をひ

とつのサービスに統合し、ルート検索から支払いまでをシームレスにつ

なぐ概念

MICE Mee"ng (会議)、 1ncenliveTrovel(報奨旅行)、 convenlion (国際
会議)、 Exhib什ion/Evenl(展示会)の頭文字を使ったピジネスィペント
を総称Lた造語

PDCA Plon 信十画)→DO (実行)-check (評価)-Act (改善)のサイク
ルによリ業務を管理する手法

SNS Sociol Nelworking serYlce

限られたユーザーだけが利用できるコミュニティ型の会員制サーピス



ieN50 サイパー空問(仮想空問)とフィジカル空問(現実空問)を高度に融合
させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人問

中心の社会

狩猟社会(sodeN I.0)、農耕社会(societY2.0)、工業社会(sociew
30)、情報社会(soci81Y4,0)に統く、新たな社会を指すもので、第 5
期科学技術基本計画において我が国が目指ずぺき未来社会の姿として初

めて提唱

SPC

UTセンター

SpeclolpUずP05e compony (特別目的会社)

株式会社ながさき MICE(出島メッセ長崎運営者)

ユニバーサルツーリズムセンター

長崎県が長崎空港に設置するユーパーサルツーリズム専門窓口



2 長崎市観光施設事業経営戦略(案)について

(1)策定の目的

観光施設事業特別会計においては、今後の施設等の老朽化に伴う更新投資の増大、人

口減少に伴う国内観光客市場の縮小による料金収入の減少等により、経営環境は厳し

さを増しっつぁり、経営等にっいて的確な現状把握を行った上で、中長期的な視野に基

づく計画的な経営に取り組み、徹底した効率化、経営の健全化を図るため、経営戦略を

策定する。

総務省通知

公営企業の経営に当たっての留意事項について

(平成26年8月29日付け総財公第107号、総財営第73号、総財準第83号)

「経営戦略」の策定推進について

(平成28年1月26日付け総財公第10号、総財営第2号、総財準第4号)

料金収入をもって経営を行う独立採算制を基本原則とする公営企業について

は、将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営戦略を

令和2年度までに策定するよう要請する。

0計画期間:10年以上を基本とする。

0策定の要件:議会への説明、市民への公開

78

◎「経営戦略」の位置づけ、必要性【経営戦略策定・改定ガイドライン抜粋】

0安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本計画

0中心である「投資・財政計画」は、投資以外の経費を含め、収入と支出が均衡す

るよう調整した収支計画
ノ

「投資・財政計画」の構成要素

・施設・設備に関する投資の見通しを試算した計画(投資試算)

・財源の見通しを試算した計画(財源試算)

【策定後】

毎年度、進捗管理・検証→定期的な見直し

※経営基盤強化と財政マネジメント向上に資する重要なツールと位置づけ

・経営状況等の「見える化」

・経営健全化に向けた議会、住民との議論の契機

(2)計画期間

令和3年度から令和12年度までの10年間。



(3)経営戦略の概要

ア現在の経営状況

(ア)グラバー園 ※経営戦略P88参照

ヨ経営状況

・経常収支比率が100%を上回っており、一般会計からの繰入金もなく他会計補

助金比率も0%のため、健全な経営状況にある。

・年間利用状況は、世界遺産登録時の 122 万人をピークに、減少傾向にあるも

のの、一定の入園者数を確保できている。

・令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、入場者が減少したこ

とから赤字となることが見込まれる。

・令和3年11月には旧グラバー住宅の保存修理工事が終了し、展示も7新し、

約3年ぷり1こりニューアルオープンする。

b 課題

・幕末期に建てられた建築物を中心に、老朽化が進んでおり、また園内建築物の

耐震工事も予定されているため、維持管理等のための修繕や工事が定期的に必

要である。

・指定管理者と連携しながら集客に努め、今後の投資も見据え、料金改定も含め

た収支健全化に取り組む必要がある。
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(イ)長崎口ープウェイ ※経営戦略P97参照

日経営状況

・経常収支比率は、平成29年度及び平成30年度は100%を上回っており、令和

元年度は平成27年度工事の起債償還の開始により100%を下回った。

・令和元年度の赤字分については、グラバー園費の黒字分から全額補填し、特別

会計内で調整しており、一般会計からの繰入金もなく他会計補助金比率も0%

のため、健全な経営状況にある。

・令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、入場者が減少したこ

とから赤字となることが見込まれる。

b 課題

・人命を預かる施設であることから、安全最優先で事業運営を行っており、安全

に係る設備投資などにより、定期的な防災・安全対策が必要となる。

・老朽化している基幹施設の建て替え問題にも近い将来、直面することとなり、

これに併せて、訪問客のアクセス改善等のため、ロープウェイを延伸する意見

もあるため、これらが喫緊の検討課題となっている。



イ将来の事業環境

(ア)グラバー園

ヨ観光客数の見通し ※経営戦略P89参照

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和 2年度は訪問客の著しい減少
が見込まれる。

今後のコロナ禍により激減した観光需要の回復の見通しとしては、 UNVVT

0やIATAの観光需要の回復シナリオなどを参考にしながら、出島メツセ長

崎や新幹線の開業効果などのプラス要素も加味した上で、令和5年に令和元年

の水準まで回復すると見込むとともに、令和6年度以降も長崎スタジアムシテ

イの開業や国民文化祭の開催などを考慮した目標値を設定する

観光客数の見通し
(人)

9ρm0刃

',1肋0力

フ,{肋^ 6,7お,5m

',側^

フ,071,7卯,,055,'m

5^円ω

●1肋円m

3魚)^

6,917.^

20力剛力

Ig力^

0

平威ユ8年平戯29年平成30年令和元年

フ,^、^
フ'154,^

b 料金収入(指定管理者からの納付金)の見通し ※経営戦略P的参照

当面の間、現行の料金形態を維持していくが、コロナ禍等、社会状況をみなが

ら適瑚な時期に料金改定を行う。

収入の見通しについては、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年

度は利用料金収入が見込めないが、令和5年4月には、感染症の影響がなかっ

た場合の利用料金収入まで戻るものと見込む。

また、令和2年8月から令和5年4月までの間の利用料金収入は、直線的に

回復するものと見込む。

したがって、指定管理者からの納付金についても、同様の動きとなるよう想定

しており、令和2年度の納付はない。

フ'3m、^
?,"'.1賀抑

フ,59●,9N

令和2年

フ,フ".且1'

令和3年

フ.901,754

令和'年

4059,7卯

令和5年 令和6年 令将7年 令和8年 令和9年 令和10年令和11羊令和Ⅱ年
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(円)
4叫.^^

ヨ釦'^^

ヨ59454'^

ユ言,フ'9^

料金収入(指定管理者からの納付金)の見通し

261、,M^

0

0

平成M年度平成ユ9年度翠成ヨ咋度令和元年痩令和2年度令旬,年債令和'年度令松5年度争和6年度令〒m年塵令和8年隆令和9年度令和10年彦令和11年慶令和1ユ年度

2?ユ.ヨ51.5m 2ア1.含51.5m 2フユ.'51.5m 21才,闘1占Φ

C 施設の見通し ※経営戦略円0参照

グラバー園は、国指定重要文化財である旧グラバー住宅をはじめ、複数の文化

財を有しており、維持管理のための修繕や改修工事を行ってきた。

令和 2年度中に、グラバー園改修計画の策定を予定しているため、これに基

づき順次改修を行っていく。

なお、令和3年度完了予定の旧グラバー住宅の耐震工事完了後は、旧オルト、

旧りンガー住宅と、国指定重要文化財の耐震補強が続くため、園内の見学通路

(順路)についての検討がその都度必要である

組織の見通し ※経営戦略P90参照

指定管理者制度を導入しており、市専任職員は2名を配置Lている。

なお、園内には指定文化財があり、また、園全体が史跡の範囲内であることか

ら、特に施設の改修や展示のあり方については、長崎市教育委員会(文化財課)

とも連携している

今後も経費を抑えるために効率化を図り、職員の適正な配置に努める。



(イ)長崎口ープウェイ

ヨ観光客数の見通し ※経営戦略P98参照

※「(3)・イ・(ア)」と同様

b 料金収入(指定管理者からの納付金)の見通し ※経営戦略P蛤参照

当面の間、現行の料金形態を維持していく。

収入の見通しにつぃては、新型コロナウィルス感染症の影響により、令和2年

度は利用料金収入が見込めないが、令和5年4月には、感染症の影響がなかっ

た場合の利用料金収入まで戻るものと見込む。

また、令和2年8月から令和5年4月までの間の利用料金収入は、直線的に

回復するものと見込む。

したがって、指定管理者からの納付金についても、同様の動きとなるよう想

定しており、令和2年度の納付はない。

料金収入(指定管理者からの納付金)の見通し(円〕

匁α地αめ

風αぬ^

川^^

フユ,61',Ⅸ叩

75,716.^
乃,9",^

川α川^

印'65且,却1

0

'4,187,郡3

乎成28年度平慮ユ,罪戻ヰ成抑年度令和元年塵令和ユ年塵令和3年度令和'年度令和5年厘令和6年度令和7年度令和肺頂令和9年腐令和10年棲令和U年座令和1ユ年度

67,716↓74
69 '6' 5'8

施設の見通し ※経営戦略P99参照

年次計画に基づき、毎年、老朽化した索道設備の改修工事等を実施している

組織の見通し ※経営戦略P的参照

現在、索道技術管理者 1名を配置しており、施設運営については指定管理者

制度を導入している。索道技術管理者については、鉄道事業法第18条第3項

第4号により鉄道事業者が設置する義務があるため、必要最低限の配置を行っ

ている。
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ウ経営の基本方針

(ア)グラバー園

旧居留地時代から現存する洋館で国指定重要文化財の旧グラバー住宅(世界遺

産)、旧りンガー住宅、旧オルト住宅を中心とし_て、その他洋館を含め、当時の歴

史を肌で感じられる長崎を代表する観光の拠点施設として位置付けられており、

今後も文化財としての保存整備を進めつつ、観光の振興、地域の活性化等を図る

場として積極的に活用していく。

また、指定管理者による民問活力を積極的に導入するとともに、指定管理者の

あり方も見直しながら、市民や観光客が求めるサービスを提供するごとで、収益

の増加を目指す。

※経営戦略P90参照

(イ)長崎口ープウェイ ※経営戦略P99参照

長崎市が推進する夜景観光の拠点施設のひとつとして位置付けられており、今

後も観光の振興、地域の活性化等を図る場として積極的に活用していく。 、

また、世界・日本新三大夜景に認定された稲佐山の持つ魅力を十分に発揮させ、

稲佐山全体のさらなる活性化を図ることを目的として民間事業者の柔軟な発想や

優れたアイデアを取り入れ、新たに整備した長崎稲佐山スロープカーを含めた稲

佐山公園及び長崎口ープウェイを指定管理者制度により一体的に管理運営を行っ

ていく。
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工投資・財政計画(収支計画)

(ア)グラバー園

日投資 ※経営戦略P91参照

令和2年度策定予定のグラバー園改修計画並びに今後策定予定の公共施設等

総合管理計画に基づく個別施設計画により、見直しを加えながら計画的に施設、

設備の改修を行うことにより、安定した施設の経営を目指す。

R11RI0内容 Rフ R8 R9施設名 R6R5R4R3

11.400 ず'改修工事 11,500エスカレーター 22,900 19,60010,700

改修工事深井戸ポンプ 6β00

改修工事レストハウス 23β00

R5R4

起債残高

(グラバー園

国指定重要文化財
旧長崎地方裁判所
長官舎

旧長崎高商門衛所

旧自由

耐

1,105

耐断・耐

耐強工事

耐震診断・耐
補施

工

事業費

強工事

1,2印

65

32,900 48,500

1,445

b 財源 ※経営戦略P91参照

指定管理者と連携を図りながら利用料金収入の増加に取り組み、国や県の補

助金の活用や有利な起債の利用等財源の確保に努め、また、経費については必

要最小限かつ効率化・適正化を図り、収支均衡に努めることにより、安定した施

設の経営を目指す

R6

3,200

45

50,如0 85,500

10,900

1,626

3,500

2,500

2,000

1,500

1,000

百万円

R7

基金残高

(グラバー園十口ープウェイ)

56,500

79,600

安全を確保するための

施設改修、設備更新の実施

84

34,800 11,400 24,120 20.320 27.520 21,020 21β20

500

1,817

一般会計繰入金起債残高墓金残高の推移

2,010

0

824

H29

353

827

272

R2 R3RI

.一般会計繰入金

げラバー園

760

329

204

67

769
845

142

958

帰

2
 
0

8
 
4

9
 
8

8
 
4



(イ)長崎口ープウェイ

a 投資 ※経営戦略PI00参照

今後策定予定の公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画により、見直

しを加えながら計画的に施設、設備の改修を行うことにより、安定した施設の

経営を目指す

内容 R3 R6 R7R4 R5 RI0 R11R8 R9

搬器位置検出装置更新工事
^^^^ ^ ^^

緊張索交換工事
電気設備保守点検業務委託

35.000
主要回転軸軸受振動検査業務委託
電動機更新工事
走行置交工事
電動機更新工事

走行装置交換工事
30,100

支索用シュー・制動機更新工事
安全を確保するための

第↑、第2支柱塗装工事
施設改修、設備更新の実施支索用シュー・制動機更新工事

第1、第2支柱塗装工事
21'200

駅舎等基礎周り検査業務
索ムライナー交工事

受索輪ゴムライナー交換工事
電気設備保守点検業務

21,100
ギヤカップリング点検業務
曳索平衡索交及び各。ゴムブロ"交工事

曳索平衡索交換及び各部ゴムブロ"交換工事

事業費

b 財源 ※経営戦略町00参照

指定管理者と連携を図りながら利用料金収入の増加に取り組み、国や県の補

助金の活用や有利な起債の利用等財源の確保に努め、また、経費にっいては必要

最小限かつ効率化・適正化を図り、収支均衡に努めることにより、安定した施設

の経営を目指す

165

R5R4

起債残高

(ロープウェイ)

1,105
1,260

125

R11

1,445

R6

84

1,626

R7 R9R8

基金残高

(グラバー園+ロープウェイ)

85

百万円

2,500

1,817

18'200 ^^^,^J^^^ .^

35,000 30,100 21,200 211卯 18'200 35.500 35.500 35,500 35,500 35.500

67

2,010

2,000

R12

7367

^

1,500

1,000

500

812

一般会計繰入金・起債残高・基金残高の推移

829

318

0

R12

317

824

H29

68

2諦

827

RI0

278

760

R2RI

一般会計繰入金

(ロープウェイ)

71
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(4)経営戦略策定後

ア事後検証、改定等

毎年度、進捗管理を行うとともに、必要に応じて見直すこととする。

イその他

経営戦略策定要件.議会への説明(2月定例市議会常任委員会所管事項説明)

市民への公表はHP (2月議会終了後)

改定が生じた場合:直近の議会への説明、 HPの更新

ノ
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^

団

事

体

策

業

名

長崎市観光施設事業経営戦略(案)

計

定

名

画

1」皇茎抵要

(1)事業形態

日

期 間

長崎市

法適(全部適用・一部適吊)
非適の区分

令和

観光施設事業

事

ヤ和

3

業

職

の

年

3

種

事業

員

年度

類

別添10-1

月

数

の

非適

^

内

観光施設事業

民間活用の状況

旧グラバー住宅などの国指定重要文化財を含む幕末期から明治期までの貴重な洋館9棟を当時
の状況で保存し、また、外国人居留地時代の面影を今に伝える石畳や石段、長崎港を一望できる口
ケーションと歴史文化を、施設を活用して提供する事業である。

ム和

2

(2)料金形態

12

事業開始年度

ア民間委託

年度

施

人

イ指定管理者制度

ウ PPP・PFI

料金の概要・考え方

大人=個人:620円、団体:520円
高校生=個人:310円、団体:250円
小・中学生=個人:180円、団体;140円

出島やぺンギン水族館などの観光・集客施設とそれほど変わりない額に設定しており、公の観光
施設の中では(ロープウェイを除くと)最も高い料金となっているが、それでも安価な設是となってい
る。

完全利用料金制の指定管理者制度を導入しているため、指定管理者は当該入園料収入により園
の運営(人件費含む)を行なわなけれぱならない。則、修繕は別途精算)
そうした中、1人あたりの平均入園単価は4舶円前後で、一方、収支における損益分岐は290円前

後となっており、安価な料金設定ではあるものの、運営費ベースでは十分な黒字ベースとなってい
る。

なお、指定管理者は長崎市へ納付金を支払うこととなっており、当該納付金は長崎市職員(特別
会計事業従事職員)の給与や公債費償還金に充てることとなっている他、観光施設整備基金の原
資に、また、一般会計への繰出しにと充てることとなっている。

名

昭和33年4月1日

指定管理者制度を導入(利用料金制)

料金改定年月日
(消畳税のみの改定は含まない〕

グラバー園

平成17年6月30日
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設

容



(3)現在の経営状況、

1

年間

経常収支比率
(又は収益的収支比率)

利用状況

他会計補助金比牢

上記の収益、資産等の状況等をまえた現在の経営況の分析】

グラバー園は、国指定重要文化財の旧グラバー住宅、旧りンガー住宅及ぴ旧オルト住宅を中心として、市内に点在していた6つ
の洋館を移築復元した長崎を代表する観光施設であり、旧グラバー住宅は、世界文化遺産「明治国本み産業'盗遺産」に登録さ
れるなど注目を集めている。、.
また、南山手地区に位置し、同じく世界遺産に登録された「長崎と天草地方の潜伏キリシタン閏連遺産」の構成資産「大浦天主

堂止虜接するとともに、長醸f港松が枝国際ターミナルも近く、年間約100万人の観光客が訪れている。

経営状況にっいて、令和元年度までは、経常収支比率が100%を上回っており、一般会計からの繰入金もなく他会計補助金比率
も0%のため、健全な経営状況にある。
また、'間利用状況は、世界遺産登録時の122万人をピークに、減少傾向にあるものの、一定の入園者數を確保できている0

ただし、今後は施設改修壷が一定拡大していくことやコロナ禍により令和3年度以降も一企収入の目途が立たない(ヨロナ前ほど
の収ズが見込めない)ことから、指定管理者と連携しながら集客に努め、今後の投資も見据え、料金改定も含めた収支健全化に

H29年度

88

ず

H29年度

996,075人

H30年度

取り組む必要がある。_、
一方、コロナ禍からの観光回復の見通しは不透明であるものの、令和3年"月には園内の主要施設である旧グラバー住宅の保

存修理工事が終了し、展示も一新し、約3年ぷりにりニューアルオLプンするため、新たな魅力を発信し、集客に努めていくこととし
ている。

課題としては、圍内は幕末期に建てられた建築物を中心に、老朽化が進んでいるため、維持管理のための修繕や工事が定期的
に必要となっており、令和2年度中に園内の整備計画を策定し、今後はその計画に基づ、、整備改良を進める二ととしている。
また、園内建築物め耐震工事も今後続けて予定されており、女化庁等との協議のもと、面費を活用しながら整備を進めていかな

けれぱならない。
さらに、令和2互度は新型コロナウィルス感染症の影響により、入場者が減少したことから赤字となることが見込まれる0

270.1%

H30年度

0.0%

H30年度

944,780人

H31年度

159.8%

R元年度

0.0%

R元年度

769,218人

R元年度

1642%

0.0%

J

、



2.将来の事業環境

(1)観光客搬の見通し

新型コロナウィルス感染症の影響により、令和2年度は訪問客の著しい減少が見込まれる。
今後のコロナ禍により激減した観光需要の回復の見通しとしては、UNwr0や【ATAの級光需要の回復シナリオなどを参考にし

ながら、出メツセ長崎や新幹線の開業効果などのプラス要素も加味した上で、令和5年に令和元年の水準まで回復すると見込
むとと'に、令和6年度以降も長崎スタジアムシティの開業や国民文化祭の開催などを考慮した目標値を設定する

,伽0 6.フユ,,500

フ,07フ,700 7'055,.加
6,917'^

観光客数の見通し

0

(2)料金収入(指定管理者からの納付金)の見通し

当面の間、現行の料金形態を維持していくが、コロナ禍等、社会状況をみながら適切な時期に料金改定を行う
収入の見通しにっいては、新型コロナウィルス感染症の影響により、令和2年度は利用料金収入が見込めないが、令和5年4月
こは、感染症の影響がなかった場合の利用料金収入まで戻るものと見込む。
また、令和2年8月から令和5年4月までの間の利用料金収入は、直線的に回復するものと見込む
したがって、指定管理者からの納付金にっいても、同様の動きとなるよう想定しており、令和2年度の紬付はない

料金収入(指定管理者からの納付金)の見通し

平俊詔年早成ユ9年平成30年令和先年

フ.000,0卯
,.154,000

(円)
4卯,伽0,000

フ゛,00,^
フ.00',000

350.伽0,000

令和ユ年

359.454.000

7占94.920

令和3年

フ.7妬^818

令和4年

フ.901.754

令和5年

ユ宮ヨフ6,0叩

輩,059,790

南和6年

261,934.000

令和7年 令和写年 令和9年 令和10年令和Ⅱ年令和12年

平成加卑度平成的年塵単成ヨ0年度令和元年度令和2年塵令和3年度市和4年度令和5年塵令和6年度令和7年度令和8年度令和,年度令和10年塵令和Ⅱ年崖令和口年座

ユフユ,宜51.500 272^851,500 272,851,500 2了ユ.缶1,500



(3)施設の見通し

グラバー園は、国指定重要文化財である旧グラバー住宅をはじめ、複数の文化財を有しており、維持管理のための修繕や改修
工事を行ってきた。
令和2年度中に、グラバー園改修計画の策定を予定しているため、これに基づき順次改修を行っていく。
なお、令和3年食完了予定の旧グラバー住宅の耐工事完了後は、旧オルト、旧りンガー住宅と、国捕定重要文化財の耐震補

強が続くため、園内の見学通路(1頂路)についての検討がその都度必要である

【グラバー園平面図】

平 面 図 S I 1000

(4)組織の見通し

グラパー園にっいては、指定管理者制度を導入しており、市専任職員は2名を配置している。
なお、園内には指定文1ヒ財があり、また、園全体が史跡ゐ範囲内であることから、特に施設の改修や展示のあり方にっいては、

長崎市教育委員会(文化財課)とも連携している。
今後も経費を抑えるために効率化を図り、職員の適正な配置に努める

3.経営の基本方針

グラバー園にっいては、旧居留地時代から現存する洋館で国指定重要文化財の旧グラバー住宅(世界遺産)、旧りンガー住宅、
旧オルト住宅を中心として、その他洋館を含め、当時の歴史を肌で感じられる長崎を代表する観光の拠点施設εLて位置付けらh
ており、今後も文化財としての保存整備を進めっつ、観光の振興、地域の活性化等を図る場として積極的に活用していく。
また:指定管理者による民間活力を極的に導ズするとともに、指定管理者のあり方も見直しながら、市民や観光客が1業める

サービスを提供することで、収益の増加を目指す



2,010

投資・財政計画(収支計画);別紙のとおり

投資・財政計画(収支計画)の策定に当たっての説明

収支計画のうち投資についての説明

令和2年度策定予定のグラバー園改修計画並びに今後策定予定の公共施設等総合管理計画に
基づく個別施設計画により、見直しを加えながら計画的に施設、設備の改修を行うことにより、安定
した施設の経営を目指す。""

施設の老朽化が著しいため、年次計画により施設、設備の改修に係る予算を以下のとおり計上しているが、今後は令和2年度策
定予定のグラバー園改修許画並びに今後策定予定の公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画により、以下の予算計画
を二としてい

施設名

エスカレーター

深井戸ポンプ

レストハウス

国指定重要文化財
旧長崎地方裁判所

長官舎

内容

改修工事

改修工事
改修工事

旧長崎高商門衛所

旧自由亭

耐震補強工事

R3

10,700

6,800

耐震診断・耐震
.'

耐震補強工事

耐診断・耐
補施、

耐 工

事業費

(一般会計分)

0国指定重要文化財旧グラバー住宅保存修理・耐震事業
0国指定重要文化財旧オルト住宅保存修理・耐震事業
0国指定重要文化財旧りンガー住宅保存修理・耐震事業

R4

22.900

R5

19,600

32,900 48,500

91

②収支計画のうち財源につぃての説明

指定管理者と連携を図りながら利用料金収入の増加に取り組み、国や県の補助金の活用や有利
な起債の利用等財源の確保に努め、また、経費にっいては必要小限かっ効率化・適正化を図り、標目

収支均衡に努める石とにより、安定した施設の経営を目指す

R6

11.500

23,300

R7

11,400

3,200

1,626

R8

0重要文化財をはじめとする国指定の文化財の維持補修・耐震化の推進につぃては、国や県の補助金を活用予定
0動く歩道の改修には、公営企業債と観光施設整備基金を活用予定。
0一般会計からの繰入金にっいては、グラバー園及び口ープウェイの収支がともに赤字となる場合のみ繰り入れる
0利用料金については、経営状況を考慮し、定期的な見直しを検討する。

一般会計繰入金・起債残高・基金残高の推移

50,如0 85.500

10,900

1,817

R9

3,500

RI0

56500

79,600

安全を確保するための

施設改修、設備更新の実施

R11

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

百万円

平成30年度~令和3年度
令和4年度~令和7年度
令和8年度~

34,800 11,400 24,120 20,320 27,520 21,020 21,320

R12

812

40

829

428

H29

824

353

H30

827

272

R2RI

一般会計繰入金

(グラバー園)

32

760

204

67

769

142

R3 R5R4

起債残高
(グラバー園)

958
1,105

1,260

R6

1,445

R7 R8 R9 RI0

基金残高
(グラバー園十口ープウェイ)

1
 
2



③収支計画のうち投資以外の経費についての説明

年間上限額2,000万円、一件あたりの修繕費の上限額が130万円の範囲内で、指定管理者が施設及び修繕の日常的な管理の対
応を行っている。
また、市が実施する修繕の経費として毎年500万円程度予算を計上している。

(3)投資・財政計画(収支計画)に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①今後の投資についての考え方・検討状況

民 間

投資の適正化

活

その他の取組

用

②今後の財源についての考え方・検討状況

指定管理者と連携を図り、民間企業のノウハウを活用している。

年次の改修計画を策定し、計画的な投資を行っている。また、市の中期財政計画とも連動し、適正
化を図っている。

料

ノ

,地震、火災等の有事の際の指定管理者職員の行動計画を策定し、計画に基づく避難訓繰等を実
施する、ど、施設を管理する上で必要となる防災対策を講じている。

稼働率'利用者數

金
施設の在り方と連動して検討していく二どとしている。なお、今後、老朽化に伴う施設修繕費の増加

が見込まれることから、料金改定を検討していく。 、

業

繰

施設の利用状況にっいては、利用料金収入と直結する内容であることから、タイムリーな情報収
集に努め、利用者の増加策などを講じ、財源を確保していく。

資産の有効活用等による
収入増加の取組

債

入

゛

グラノ.{一園改修計画に基づき、適切に管理していく。

その他の取組

金
グラバー園を含む特別会計事柴収支が赤字となる場合には、一般会計繰入金で補填する。
また、施設の改修工事等に係る投資的経費の財源として、観光施設整備基金繰入金を一是割合

充当する。

指定管理者の提案を基本に、今後も有効活用していく。

民間のノウハウを活用し、当該施設のより効果的な活用を図る。

92
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③投資以外の経費についての考え方・検討状況

委

管

託

理

職

運

料

員

営

樹木の伐採など、指定管理者の業務範囲外の維持管理に係る業務経費つぃては、業務の見直し
や効率化を図ることにより、必要最小限の計上に留める。

その他の取組

給

費

5

与

ノ、ー」ーノ、

グラバー園内の修繕費や展示品の賃借料等、最小限の経費に留める。

費 現在は特別会計担当職員2名分を計上している。今後は、経費を抑えるために効率化を図り、業
務量を見直す二とにより職員の適正な配置に努める。

事業の意義、提供する
サーピス自体の必要性

戸.『

指定管理者と連携を図り、民問企業のノウハウを活用している。

公営企業として実施す
る必要性

ナ

6

長崎市の主要な観光施設であり、観光客の誘致や南山手地区・東山手地区を活性化させる役割
を有し、併せて、文化財としての保存活用を行うために必要な事業である。

-3、

経営戦略の事後検証、
改定等に関する事項

グラバー園は「明治日本の産業革命遺産」の構成資産である旧グラバー住宅をはじめ、多数の文
化財を有しているため、営利事業ではなく、公営企業として適切に保存・活用を図る必要がある。

毎月の報告書等から施設利用の状況を確認し、年度報告においては、指定管理者制度導入施設、
としてモニタリングを行うなど、施設の利用状況、決算状況等にっいて検証を行う。
また、指定管理の更新時七;大規模改修時等に経営戦略の見直しの必要性を検1寸する。

1
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様式第2号(法非適用企業)

ノ

区 ノ、

( 1 )

総

営

(2)

ア

イ

料

ウそ

業

営

2

^

年

収

( 1 )

ア

総

託

イ

金

他

業

収

営

度

工

そ

CO'
゛、

^
^

ア職

(2)

事

収

外

の

益(A)

前々年度

(決算)

計

イ

益(B)

収

営

業

費

モ

ア

益(0)

の

繰

員

収

3

入

230,615

つ

支

前年庶
決
見

業

ち

入

他

( 1 )

イ

給

収支差引

費

益

鋤

資

退

そ

金

投資・財政計.画
(収支計画)

192,871

(2)

うち

外

の

用(D)

地

払

与

(3)

うち資本費平準化債分

230,615

職

う

R2年度

(4)

本

他会

ち

用

手

(5)

230,615

時.借入金利 1

他会

費

331.170

(6)

利

固

資本費

73,994

当

(フ)

192,871

の

的

国

R3年度

71,794

2

定

:ニ

13,435

用

(都道府県)補助

(1 )

伯2,871

方

(A)イD)

斗

272.179

資

収

IL-

37.641

58,359

計

331,170

(2)

R4年度

35,907

事

平

2,200

329.475

・補

産

11,033

他

2,200

本

地

入(F)

準化

借

(日

1,695

223,910

232.900

^

ワC

24,874

設

272,179

231,616

(5)

負

助

R5年座

他

3

方

1,734

却

156,621

の

入

67,275

的

19,697

他

^
^

1,734

204.904

そ

つ

31,320

274,723

219.255

211,919

代

'十

改

債

^

^

収支差引

ち職

担

223,910

4.600

218,341

うち資本費平準化債償還金

R6年度

支

1,284

155,230

19,350

償

1,284

223,910

12,417

^

良

貝

274,723

金

198,991

70.039

i"、

出(G)

274,723

他

4.100

給与費
、^

R7年度

68,230

入

17,109

の

の

19,350

914

98,270

274,723

費

914

金(H)

274,723

9.611

繰

69,836

48.880

187,941

返

274,723

R8年度

68,230

("ー(G)

41,364

弔^

1,809

出

19,350

52,924

i

274,723

1'809

金

72,968

70,299

274,723

8.317

金

69,752

135,010

48.880

274,723

5,600

他

R9年度

68,230

17.917

1,606

①

153,871

19,350

37,848

1,606

274,723

△ 156,621

62,600

79,786

274.723

38.430

69,766

48.8BO

98,271

274,723

フ.100

RI0年度

68,230

22,652

13.100

1,522

204,887

19,350

18,599

1,522

274,723

△ 122,593

60.000

44.716

84,856

274,723

18'708

69,959

125,892

48.880

274,723

9,900

(単位:千円,与6)

R11年度

68,435

41,000

50.400

1,536

204.971

19,350

1.536

274,723

23,300

14.500

75,181

274'723

△ 98,271

68,534

199,071

49.085

315

274,723

フ,700

R12年度

68,230

30.000

85.500

1,524

204,957

19,350

1.524

274,723

20floo

69,719

△ 52,924

274,723

68,52呂

24B,980

48,880

311

274,723

68,230

79,600

204,764

19,050

304

274,723

304

△ 136,471

15,600

43,852

58β72

9.720

212,950
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206,189
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△ 188,9BO
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110,508
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9.720

190,454

68,501
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△ 189,650

285

142,714

20,197

9.720

6,520

214,485

48,880

3,200

24,120

206,208

271

△ 190,454

271

158,857
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6,520

215,910

3,200

19,412

206,222
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178,236

9,720
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5,835

215,916

3,200

27,520

△?06,190

190,663
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5,フ76

215,929

21,020

△旦06,196

182.620

6,520

5,004

215.943

21,420

△ 206,209

189,905

4,904

△ 206,223

189,619
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債

債

金

金
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様式第2号(法非適用企業)

区

前年度からの繰越金

前年度繰上充用金

翌年度へ繰り越すぺき財源(0)

式

引

金

年

質収

(N)ー(0)

赤

収

字

収益的収支比率(

地方財政法施行令第16条第1項により算定した
足 額資 不の

比

(E)+(D

^

黒

率

ω)ー(K)HU-(M)(N)

業収

則々年度

〔決算)

方財

健全化法施行令第16条により算定Lた
資 足の不

(゛)

(K)

健全化法施行規則第6条に規定する
解消可能資金不足

(D

(Q)

(B)イ0)

政法に
の、

(M)

皿きモ

則年度

健全化法施行令第17条により算定した
業の規事

唆鋤

(A)

Φ川H)

健全化法第22条によリ算定した
宅^

資金不 比

宇(0)

X I00 )

よる

投資・財政計画
(収支計画)

0他会計繰入金

事収益旧)ー(C)(S)

32.637

X I00 )

R2年度

^丘

32,637

方

((R)ノ(S)× 100)

△1

閑年度

(R)

収益的収支分

入

債

うち基準外繰入金

金
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団

事

体

策

業

名

長崎市観光施設事業経営戦略(案)

計

定

名

画

と生茎撞要

(1)事業形態

日

期 間

長崎市

法適(全部適用・一部適用)
非適の区分

令和

観光施設事業

事業

ヤ和

3

職

年

の

3

種

年度

事業

員

類

別添10ーオ

月

の

数

非適

^

内

観光施設事業

民問活用の状況

令和

長崎市の代表的な夜景スボットである稲佐山山頂とその麓(全長1,090m、高低差298m)を結ぷ索
道施設であり、観光客、市民等を安全かつ快適に輸送する事業である。

12

事業開始年度

(2)料金形態

ア民間委託

年度

施

人

イ指定管理者制度

ウ PPP・PFI

料金の概要・考え方

名

一般=個人片道:730円、個人片道前売:580円、個人往復:1,250円、個人往復前売:1,000円
中・高生=個人片道:52σ円、個人片道前売:410円、個人往復:940円、個人往復前売:750円
小児=個人片道:410円、個人片道前売:330円、個人往復:620円イ個人往復前売:500円
団体(15人以上100人未満).個人通常料金の80/100
団体(100人以上):個人通常料金の70/100'

完全利用料金制の指定管理者制度を導入しているため、指定管理者は当該利用料収入により施
設の運営(人件費含む)を行なわなけれぱならない。(小修繕は別途精算)
そうした中、1人あたりの平均運賃単価は1000円程度で、一方、収支における損益分岐は1000円

弱となっており、運営費ベースではほぽ均衡から若干の黒字ベースとなっている。
また、市民向けとして長崎空遊倶楽部という制度があり、伺会員は運賃半額となる。
なお:指定管理者は長崎市へ納付金を支払うこととな?ており、当該納付金は長崎市職員(特別

会計重業従事職員)の給与や公債費償還金に充てることとなっている他、観光施設整備基金の原
資に、また、一般会計への繰出しに充てることとなっている。

平成10年4月1日

指定管理者制度を導入(利用料金制)

長崎口ープウェイ

金改定年月日
(消費税の専の改定は含まない〕

平成25年12月25日
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(3)現在の経営状況

年問利用状況

経常.収支比率
(又は収益的収支比率

他会計補助金比率

【上記の収益、資産等の状況等をまえた現在の経営状況の分】

夜景観光は、宿泊滞在型観光を推進する有効な手段であり、中でも長崎口ープウェイは世界旧本新三大夜景に認定された長崎
夜景の代表的な夜景スポット・稲佐山に至る主要な交通手段のーつで、稲佐山展望台利用者の約30%(令和元年度実績)が利用
している。そのゴンドラから見る夜景は長崎夜景の魅力のーつであり、他の交通手段にない優位性がある。
施設は長崎市西部に位置し、長崎観光開発株式会社が昭和34年から口ープウェイを運行していたが、平成10年3月創日に解

散し、平成10年4月1日に長晴市に無償譲渡され、観光振興及び市民の福祉の増進を図ることを目的に口ープウェイ・スカイゥエ
イの索道事業を引き継ぎ、運行を開始した。スカイウェイにっいては、施設の老朽化により平成20年3月31日をもって廃止され
ナニ。

経営状況について、経常収支比率は、平成29年度及ぴ平成30年度は100%を上回っているが、令和元年度は平成27年度工事
の起債債還がスタ・ゞトしたことから、100%を下回っている。'
令和元年度の赤字分にっいては、グラバー園費の黒字分から全額補填し、特別会計内で調整しており、一般会計からの繰入金

もなく他会計補助金比率も0%のため、健全な経営状況にある。

課題としては、今後は施設改修費が一定拡大していく二とやコロナ禍により令和3年度以降も一定収入の目途が立たない(コロナ
前ほどの収入が見込めない)ことやコロナ禍からの観光回復の見通しは不透明ではあるものの、令和2年度から5年間、二れまで
の単独経営から稲佐山公園七一体管理するよう指定管理を見直しておりイ指定管理者と連携を図りながら、民間のノウハウを活用
し、収支健全化により一層取り組む必要がある。
さらに、令和3年度の世界新三大夜景の再認定に向け、国内外に長崎夜景の魅力発信に取り組んでいるところである。

なお、令和2年度は新型コロナウィルス感染症の影響により、入場者が減少したことから赤字となることが見込まれる。
さらには、人命を預かる施設であることから、安全最優先で事業運営を行って論り、安全に係る設備投資などにより、定期的な防
災・安全対策が必要となる。

また、老朽化している基幹施設の建て替え問題にも近い将来、直面することとなり、これに併せて、訪問客のアクセス改善(淵神.
社駅蒼の場所がわかり1こくぃ、駐車場が狭い)等のため、ローナウェイを延伸する意見もあるため、Eれらが喫緊の検討課題となう
ている。

H29

H29

201,584人

H30

124.6%

H30

0.0%

H30

195,329人

H31

128.2%

R元年度

、
0.0%

R元年度

R元年度

169,463人

60.3%

0.0%

J
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2.将来の事業環境

(1)観光客數の見通し

新型コロナウィルス感染症の影響により、令和2年度は訪問客の著しい減少が見込まれる。
今後のコロナ禍により激減した観光需要の回復の見通しとしては、UNwr0やIATAの観光需要の回復シナリオなどを参考にし

ながら、出島メッセ長崎や新幹線の開業効果などのプラス要素も加味した上で、令和5年に令和元年の水準まで回復すると屍込
むとともに、令和6年度以降も長崎スタジアムシティの開業や国民文化祭の開催などを考慮Lた目標値を設定する

8,0伽.^

フ,000,000 6,7苫占00

フ.07フ.了卯 7゛055,400
6,917,即0

観光客数の見通し

早成玲年平陵2g年芋脚0年令和先抹令和ユ年令和3年令和4年令和5年令和'年令和?卑令和8年令和9年令和10年令和Ⅱ年令和12年

(2)料金収入(指定管理者からの納付金)の見通し

当面の間、現行の料金形態を維持していく。
収入の見通しにつぃては、新型コロナウィルス感染症の影響により、令和2年度は利用料金収入が見込めないが、令和5年4月

には、感染症の影がなかった場合の利用料金収入まで戻るものと見込む。
また、令和2年8月から令和5年4月までの間の利用料金収入は、直線的に回復するものと見込む
した永って、指定管理者からの納付金にっいても、同様の動き色なるよう想定しており、令和2年度の納付はない

料金収入(指定管理者からの納付金)の見通し

0

フ,000,000
フ,154.0伽

(円)

90,000.000

フ,ヨ卯、卯0
フ.446,伽0

80,000.000

7■,4,920

70,000.000

72,614.0即

フ,7●6,81暑

75,716,000

フ.901754

フヨ,M9.000

8.059,了卯

10,^、^

0

60,6卵■き1

早成耶年崖平成ユ9年度平成釦年塵令和元年度令和ユ年度令和3年度令和4揮度令和5年崖令和6年度令和7年度令和B年度令和9年度令和10年度令和Ⅱ年度令和Ⅱ年度

6●、1き7,853

67.716●了4
69.666」始

71,4了7 ●1,
,,,ヨ之4,9,5

0

75,209,100
フフ.1ヨ0.829

79,091.497
81,仭1,104



(3)施設の見通し

長崎口ープウェイにっいては、年次計画に基づき、毎年、老朽化した索道設備の改修工事等を実施している

支素メイノロープ)部分

平衡索緊張滑車

支索緊張滑車

平衡索淵神社駅弓き網部分

" f" 0

卿,ξ、ー
、摩・"・、'・

_.倒iーソ鳳^風

皿鍾(おもり)

淵神社駅
(山詮停留場

電動機モーター

4 組織の見通し

現在、索道技術管理者1名を配置しており、施設運営については指定管理者制度を導入している。索道技術管理者につぃては、
鉄道事業法第18条第3項第4号により鉄道事業者が設置する義務があるため、必要低限の配置を行ってぃる

ノノ1論'ド、・亀
貸告

稲
(山

ゴンドラ(搬器

曳素(稲佐岳駅引き網)部分

岳駅
留場)

ロープウェイについては、長崎市が推進する夜景観光の拠点施設のひとつとして位置付けられており、今後も観光の振興、地域
の活性化等を図る場として積極的に活用していく。また、世界旧本新三大夜景に認定された稲佐山の持つ魅力を十分に発揮さ
せ、稲佐山全体のさらなる活性化を図ることを目的として民問事業者の柔軟な発想や優れたアイデアを取り入れ新たに整備した
長崎稲佐山スロープカーを含めた稲佐山公園及び長崎口ープウェイを指定管理者制度により一体的に管理運営を行っていく

運転室

佐
頂



4.投資・財政計画(収支計画)

(1)投資・財政計画(収支計画):別紙のとおり

(2)投資・財政計画(収支計画)の策定に当たっての説明

①収支計画のうち投資についての説明

目標ワ奄策定予定の厶共施設等盡.口管理計、4こく別設^U二えよ

施設の老朽化が著しいため、年次計画により施設、設備の改修に係る予算を以下のとおり計上しているが、今後策定予定の公
共施設等総合管理計画に基づく個別施設計回により、以下の予計画を見直すこととしている。

R9 RIO R11 R12R7R5 R6内容 R3 R4

71

搬器位置検出装置重新工事
緊張索交換工事
電気設備保守点検業務委託
主要回転軸軸受振動検査業務委託
電動機更新工事

J^

工

電動機更新工事
走行装皿交換工事
支索用シュー・制動機更新工李
12 塗工

支索用シュー・制動機更新工事
第1、第2支柱塗装工亦
駅舎等基礎周り検査梨務

ゴムーイナー 工

受索輪ゴムライナー交換工事
電気設備保守点検業務
ギヤカップリング点検業務

ゴムブロ・

・平'交及びゴムブロック交

事業費

1,105

68

②収支計画のうち財源についての説明

指定管理者と連携を図りながら利用料金収入の増加に取り組み、国や県の補助金の活用や有利
な起の利用等財源の確保に努め、また、経費については必要小限かつ効率化・適正化を図り、標目
収支均衡に努めることにより、安定した施般の経営を目指す。

0一般会計からの繰入金にっいては、ロープウェイ及びグラバー園の収支がともに赤字となる場合のみ繰り入れる
0利用料金につぃては、経営状況を考慮し、定期的な見直しを検討する。
0改修工事については、観光施設整備基金なども活用する。

一般会計繰入金・起債残高・基金残高の推移

1,260

35,000

30,100

百万円

2,500

2,000

1,500

845829 827812 7601,000

500 -3 8--317・^・283-、-278^237ーー・204-ーー165

21,200

^^

18200

35000 30,100 21,200 21,100 18200

^

21.100

安全を確保するための

施設改修、設備更新の実施

^^

43^ 91-0

R9 RI0R8R6 R7R5R4R3R2H29 H30 RI

基金残高起債残高^一般会計繰入金
(グラバー園+ロープウェイ)(ロープウェイ)(ロープウェイ)

3 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

年間上限額100万円(一件あたりの修繕費の上限額が50万円)の範囲内で、指定管理者が施設及ぴ修繕の日常的な修綣の対応
を行っている。
市が実施する修繕の経費として毎年150万円程度(R1年度;1β16千円)予を計上している

1,445

2,010

84

35500 35.500 35,500 開,500 師.500

^^^

67

^

1,626

^^ ^

67

958

1,817

ー
ー

舶
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(3)投資・財政計画(収支計画)に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①今後の投資についての考え方・検討状況

民 間

投資の適正化

活

その他の取組

用

②今後の財源についての考え方・検討状況

指定管理者と連携を図り、民閻企業のノウハウを活用してぃる。

年次の改修計画を策定し、計画的な投資を行っている。また、市の中期財政計画とも連動し、適正
化を図っている。

斜

人命を預かる施設であることから、安全最優先、安全最重要の意識を徹底させ事業運営を行って
おり、これまで施設開設から無事故を続けている。法令に基づく点検は基より、自主的な訓練及び
安全に係る設備投資などにより、防災・安全対策を講じている。

稼働率・利用者数

企

金

繰

業

施設の在り方と連動して検討していくこととしている。

資産の有効活用等による
収入増加の取組

施設の利用状況については、利用料収入と直結する内容であることから、タイムリーな情報収集
に努め、利用者の増加策などを講じJ力原を確保していく。

入

債 年次計画に基づき、適切に管理していく。

その他の取組

金
ロープウェイを含む特別会計事業収支が赤字となる場合には、一般会計繰入金で補填する。ま

た、施設の改修工事等に係る投資的経費の財源として、観光施設整備基金繰入金を一定割合充当
する。

③投資以外の経贊についての考え方・検討状況

指定管理者の提案を基本に、今後も有効活用していく。

委

民間のノウハウを活用し、当該施設のより効果的な活用を図る。
ロープウェイ事業の形式収支は、平成27年度工事分の起債償還により、令和元年度から令和7年

度までは口ープウェイ事業単独では赤字に転じることなるが、グラバー園事業の黒字分から補填す
ることで、事業会計全体としては収支均衡がとれた状態になる。なお、令和8年度以降は口ープウェ
イ事業単独でも黒字となる見込みである。

^

託

理

職

運

員

その他の取組

料

営

給

樹木の伐採など、指定管理者の業務範囲外の維持管理に係る業務経費ついては、業務の見直し
や効率化を図ることにより、必要最小限の計上に留める。

5

費

ノ、,.M-゛、

与 費

事業の意義、提供する
サーピス自体の必要性

ロープウェイ施設に係る土地の借り上げ料や保険の加入等、最小限の経費に留める。

と

索道管理者1名分を計上している。

公営企業として実施す
る必要性

指定管理者と連携を図り、民問企業のノウハウを活用している。

6

ノ

゛ニ、

横界・日本新三大夜景に認定されだ夜景を生かした夜景観光は、長崎観光の柱のーつであり、そ
れを推進していく役割を有し、稲佐山山頂展望台まで観光客等を安全かつ快適に輸送するために
必要な事業である。

経営戦略の事後検証、
改定等に関する事項

ナ'と

観光客等を安全かつ快適に輸送する事業であることから、公営企業として適切に保存管理する必
要がある。

両施設ともに、毎月の報告書等から施設利用の状況を確認し、年度報告においては、指定管理者
制度導入施設としてモニタリングを行うなど、施設の利用状況、決算状況等につぃて検証を行う。
また、指定管理の更新時や大規模改修時等に経営戦略の見直しの必要性を検討する。
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様式第2号(法非適用企業)

区 分

(1 )

総

営

(2) 営

業

2

年

収

そ

( 1 )

ア

総

託

イ

金

他

業

収

営

度

工

そ

(2)

ア

事

収

の

前々年度

〔決算)

職

イ

益(B)

営

収

業

費

そ

ア

の

繰

益(0)

収

員

3

つ

・業

前年度

(決算)

75,791

支

入

ち

イそ

( 1 )

給

取支差引

費

資

退

投資・財政計画
(収支計画)

うち

外

の

用(D)

払

地

49,604

うち資本費平準化債分

与

職

75,791

R2年度

他会

本

ち

手

時借入金利 1

他会

費

75,791

利

144'303

固

資

35,471

の

的

国

49,604

R3年度

34,472

2

本費

定

工

用

(都道府県)補助金

( 1 )

方

(A)イD)

モ

49,604

計

60

151,5B8

資

.

収'

資

37.230

34,412

一

(2)

144,303

建

R4年度

36.634

平

事

産

143,901

補

999

(3)

地

入(F)

準

本

借

999

(日

60

105,425

'コC

402

64,589

36,574

設

151β88

助

105,121

化

負

他会計

怖年度

3

方

却

入

の

的

90,636

596

40,320

うち職員給与費

61.052

596

36.427

金

60

代

109'585

105.061

改

^
^

68,118

担

11,500

うち資本費平準化債償還金

109,212

支

64,589

R6年度

金

304

償

12,374

期惜入

304

64,589

良

73.674

60

金

109,152

38,408

ノ、、

70,068

出

13,600

他

^

68,118

R7年度

38,011

(G)

の

の

373

38β78

費

金(H)

373

68.118

26,700

24,927

60

返還金

71.879

38,469

37,951

75,782

8,900

(月一(G)

70,068

38,011

R8年度

36,427

出

397

42,103

397

70,068

35,000

23,671

60,074

60

金

73,726

38,496

37,951

11.600

98.085

他

71,879

38'011

R9年度

41,040

Φ

458

26,1幻

2,307

71,879

458

30.100

45,009

17β00

△ 39,355

13.37フ

60

38,505

75,611

37,951

10,000

65,578

RI0年度

73,726

38,011

26,700

485

29,649

485

73,726

21,200

38.87フ

23,400

△ 24,411

12,036

60

フフ,532

38,496

37,951

フフ,103

フ,000

(単位:千円,%)

R11年度

75,611

38,011

35,000

494

31,572

494

75,611

21,100

42,103

20,100

△ 38.878

60

38.539

37,951

79.493

73,683

フ.000

R12年度

フフ,532

38,011

30,100

485

33,374

485

フフ,532

43,582

18,200

△ 42,103

14,200

60

38,592

引,493

37,951

66.758

6,000

79,493

38,011

21,200

528

35.230

528

79,493

35,500

45,557

14.100

△ 43,583

60

38.638

37,951

11,800

67.995

81,493

38.011

21.100

581

37,072

581

81.493

35,500

46,894

12,200

△ 45.558

60

3B,674

37,951

11,800

66,079

38,011

18,200

627

38,940

627

35,500

47,878

△ 46,895

23,700

60

37,951

11,800

70,731

35,500

663

40β55

663

35,500

28,266

23.700

△ 47,879

11,BO0

72.573

35.500

42,819

35,500

23,700

12,168

△ 35,231

6,965

11,800

74,441

35,500

23,700

10,032

△ 37,073

24.905

76,356

35,500

23.700

△ 38,941

28,909

9.443

78,320

35,500

△ 40,856

31,413

9,202

△ 42β20

33,61B

.

ず
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様式第2号(法非適用企業)

区

収支再差引

前年度からの繰越金

前年度繰上充用金
式

年度へ繰り越すべき財

金

質収

(NXO)

収

赤 字

収益的収支比率(

地方財政法施行令第16条第1項により算定した
金資 額足不の

比率

(E)+(D

支

^

黒

(J)ー(K)HD-(M)(N)

業収益

則々年度

(決算)

方財政法によ
金不足の比

健全化法施行令第16条により算定した
資 不の

(J)

(K)

健全化法施行規則第6条に規定する
解消可能資金不足額

(D

(Q)

(B)ー(C)

",」年度

(決算)

(M)

受託

健全化法施行令第17条により算定した
業の規模事

965

(A)

Φ)+(H)

(0)

11,070

健全化法第22条により算定した
,比資金不

X I00 )

△ 12,037

(P)

投資・財政計画
(収支計画)

0他会計繰入金

(Q)

12,035

X I00 )

R2年度

会計日

益(B)イの(S)

12,037

((田/(S)× 100)

方

(R)

R3年度

収益的収支分

入金残

債

資本的収支分

R4年度

(丁)

残

((丁)ノ(V)× 100)

△ 17,402

(U)

官

(V)

R5年度

^

△ 17,401

△ 15,909

(YⅥ

R6年度

(X)

計

△ 15,323

△ 15.908

即年度

△ 15,322

△ 14,505

R8年度

△ 14,504

△1

R9年度

△1

RI0年度

i

△1

(単位;千円,96)

R11年度

阜

△1

R12年度

,

△1

"

(単位:千円)

うち基準内繰入金

うち基準外繰入金

うち基準内繰入金

うち基準外繰入金

源

字

字

分

支

立

赤

禎

形

翌

実

営

石
W

地
資

他

地

合


